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開会  

   

○高橋座長 定刻になりましたので、これから第５回の食品流通の効率化等に関

する研究会を開催したいと思います。皆さん、御苦労さまでございます。  

 本日は、甲斐委員が所用で欠席となっております。川野委員は少し遅れるとい

うことでございますが、井本委員は間もなく参ると思います。  

 議事に入る前に、前回の会合で専門委員をお願いすることを御了承いただきま

した。出荷団体の方にも本研究会に専門委員として参加していただくことにな

り、今回の会合から２名の出荷団体の代表の方に参加していただくことになりま

した。まず、事務局から御紹介いただきたいと思います。  

○平尾流通課長 それでは専門委員の方々を御紹介させていただきます。  

 まず、青果物等の生産・出荷サイドを代表する専門委員といたしまして、全国

農業協同組合連合会の常務理事であられます宮下弘さんにお見えいただいており

ます。  

○宮下専門委員 宮下でございます。よろしくお願いいたします。  

○平尾流通課長 もう一名、水産物の生産・出荷サイドを代表する専門委員とし

て、全国漁業協同組合連合会の新蔵常務理事をお願いしておりますけれども、本

日は急用のため御欠席でございます。御紹介させていただきます。  

 以上でございます。  

○高橋座長 ただいまの２名の専門委員の方については、資料５の委員名簿に記

載されておりますので、見ていただければと思います。  

 専門委員に方におかれましては、よろしくお願い申し上げます。  

   

議事  

   

○高橋座長 それでは議事に入りたいと思います。今回が第５回でございます。

前回は、卸売市場外の取引、市場流通以外の制度や取引のことを８名の参考人の

御発言を聞きながら会を催しました。残念ながら委員の皆さん方の発言する機会

が全くなくて、申しわけないことをいたしました。  

 本日は卸売市場流通について検討することになっております。議事次第にござ
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いますように、今回は３人の意見陳述人からお話を聞くことになっております。

なお、卸売市場流通、市場流通については、次回に市場関係者からの意見を聞き

ながら検討し、次の次の回には中間報告のような取りまとめをしたいと考えてお

ります。  

   

・配付資料の確認  

   

○高橋座長 まず、事務局から本日の配付資料について御説明いただきたいと思

います。  

○平尾流通課長 それでは、お手元の資料を御確認させていただきます。  

 まず資料１は本日の議事次第ですが、大変申しわけございません。この中に一

部誤植がございます。本日の意見陳述人の方々の肩書が、関根芳朗さんは全国農

業協同組合連合会常務理事となっておりますけれども、間違いでございまして、

茨城県本部園芸部長さんでございます。引き続きまして、鎌田孝さんは、香川県

漁業協同組合連合会の東京支所長という肩書でございます。申しわけございませ

ん。  

 それから、資料２が座席表でございます。それから、資料３－１は前回お配り

して説明させていただいた資料でございまして、「食品流通関連行政の概要」で

ございます。資料３－２も同じく前回の資料ですけれども、「生鮮食料品流通の

現状」でございます。それから、参考として、資料３－３が前回意見陳述をいた

だいた方々の御発言の概要でございます。それから、本日新たに提出させていた

だいた資料が、資料４－１、「卸売市場流通の現状と課題」でございます。続い

て、資料４－２が「中間報告」でございます。本年の５月30日に取りまとめられ

ました卸売市場競争力強化総合検討委員会の「中間報告」でございます。それか

ら、資料４－３ですけれども、この中間報告については、各方面から意見を幅広

く求めておりまして、その意見の概要でございます。それから、本日意見陳述を

していただく関根部長さんの提出資料がございます。それから、本研究会の委員

名簿となっております。  

 以上でございます。  

○高橋座長 よろしゅうございますか。  

   

   

（１）生鮮食料品等の多様な流通等について  

   

○高橋座長 それでは、まず、前回御意見をいただく予定でございました案件、

資料－３にかかわって、あるいは前回意見陳述人からの御発言が資料３－３に書

かれておりますが、前回発言できなかった点について、まず御意見を賜りたいと

思います。  

 それでは、卸売市場制度以外の諸制度について、もう一つは、卸売市場流通以

外の生鮮食料品の多様な流通について、さらに食品専門小売業の課題について、

まず御意見をいただければと思います。前回から日がたってしまったので、すぐ

には思い出せないかもしれませんが、何かございませんでしょうか。  

○下山委員 前回の資料で転送が非常に増えているというデータが載っています



が、東京都の卸売市場の場合は東京都の税金を使って施設を建てているわけです

ね。そういう意味では、公共的な性格と転送が増えていることの整合性の問題で

す。東京都の税金を使うということであれば本来は東京都民に安定的に野菜を供

給する役割が第一だと思うわけですけれども、転送というのは入荷したものをほ

かの県に持っていくということですから、そこら辺の整合性はどうなのかなと思

いました。  

○高橋座長 ただいまのデータにつきましては、資料３－２の８ページに転送量

の推移が出ております。そのことに関連して質問がございました。これに対し

て、どなたか。  

○平尾流通課長 今お話になった転送と公共投資との関係でございますけれど

も、私どもが考えておりますのは、本来、東京都に限らずメインのところの中央

卸売市場は、もともと圏内の需要量を上回って設計しております。私どもは集散

拠点としての役割だと考えておりまして、必ずしもそれがマッチしていなければ

ならないというふうにはならないのではないかと思っております。ただ、問題に

なりますのは、中央卸売市場の本当に小さいところ、あるいは地方卸売市場で転

送だけに頼っているところ、そういう卸売市場の取り扱いをどうするかというこ

とではないかと思っております。  

 以上でございます。  

○高橋座長 よろしゅうございますか。  

 斎藤委員。  

○斎藤委員 市場外流通の議論ができなかったわけでございますが、基本的に市

場流通と対比して、どういうふうに評価するか、全く議論がないわけですね。た

だ、スーパーの優越的地位の乱用に近い状態が随分発生していると思います。つ

まり川下に主導権がだんだん移ってきているわけでございますので、その大きな

柱として市場外流通があるということは事実だと思いますが、それが必ずしも効

率的かどうかがわからないわけです。市場流通の方が効率的なのか。これは先の

議論にもかかわってくるのですが、前回のヤオコー側の説明で洗濯機の話が少し

出ましたが、どの程度の流通の効率性があるのか。農業生産法人があまりなかっ

たわけですが、その辺はかなり疑問があります。その辺の議論がほとんどありま

せんでした。これは突っ込む必要がある議論だと思っておりますが、これはここ

で議論するのでしょうか。  

○高橋座長 市場外流通とこの研究会の主要テーマである効率性の問題について

質問がございました。これは全体を通じた問題でございますので、そのときに議

論をする。むしろ中間報告をまとめる段階で大いに議論してみたいと思います。

もちろんそれは市場流通の効率性と関連させながら論議してみる必要があろうと

思います。  

   

（２）卸売市場流通の効率化等の問題について  

①資料説明  

   

○高橋座長 それでは、資料－３の市場外流通についての質問あるいは御意見は

また残されている時間の中でさかのぼっていただくということで、今度は卸売市

場流通についての問題点を事務局から説明していただきたいと思っております。



資料４についてでございます。その中で、我々の研究会の前段の研究会でありま

す卸売市場競争力強化総合検討委員会の「中間報告」とそれに関連した意見等に

ついても説明いただければと思います。  

○平尾流通課長 それでは、本日お配りしている市場関係の資料３点でございま

すが、今、座長から御指示がございました前回の卸売市場競争力強化総合検討委

員会の「中間報告」をお手元にお配りさせていただいております。これは第１回

研究会のときに既に委員の方々にお配りしているわけでございますが、簡単に御

説明させていただきます。  

 本検討委員会は、１ページの「はじめに」の（５）にございますように、平成

13年10月に総合食料局長の委嘱を受けて始めております。基本的には、卸売市場

が生鮮食料品等を重視する我が国の食文化あるいは生活文化を支える基幹的な流

通機構であるという認識に立って、ただ、めぐる状況が変化する中で、期待に応

えるためには、今後さらに競争力等の強化が必要であるという観点から御検討を

いただいたわけでございます。  

 ２ページでございますけれども、現状と果たしてきた役割につきまして、現

況、生鮮食料品等の特徴、卸売市場の役割ということで整理してあります。  

 生鮮食料品の特徴は、収穫量がしばしば変動すること、商品評価が非常に重要

であること、幅広い品揃えが必要であること、さらに４ページですけれども、荷

の足が早いものですから、代金回収等々が重要であるということでございます。  

 ４ページの「卸売市場が直面する課題」ですが、（１）が「生産者・出荷者か

らの要請とそれへの対応」といたしまして、まず産地への情報提供という役割、

それから５ページの②ですが、価格がどのように決定するかというふうな需給調

整あるいは品質向上への努力の取り組みと利用者の工夫ということ、さらには市

場関係者、特に仲卸業者の体質強化等々のためにも代金回収の維持が必要だとい

うこと。  

 また、「消費者の要請とそれへの対応」ということで、安全・安心な食品の供

給、効率化の観点、さらには③として品揃えの観点ということでございます。  

 （３）は「市場関係者の経営の改善」ということで、今後、市場の再編あるい

は統合・大型化の方向性ということでございます。また、地域の実情に応じた対

応ということで、開設主体あるいは業務運営のあり方の工夫が必要だということ

でございます。  

 それから、今後、市場を魅力ある方向で構築するための方策のあり方というこ

とで、その基本的な考え方として３点挙げてあります。まず環境が変化する中で

の十分な対応、民間としての経済活動の面と公共的な活動のバランス、さらには

地域の実情に応じた柔軟な対応ということでございます。  

 具体的には、生産者・小売への情報提供の支援という観点で、これが幾つかあ

るわけでございます。それから、取引に当たってのリスクへの対応、誰がリスク

をどのように分担するかという観点でございます。それから、業務範囲でござい

ます。実情に応じた工夫が必要ではないかという点。それから、10ページでござ

いますけれども、開設につきましては、今は地方公共団体に限定しているもの

を、さらに第三セクター等へ幅を広げることについてでございます。また、効率

化を図る観点で幾つかの課題、それから開設区域の問題でございます。  

 11ページは売買取引でございまして、価格形成と商品評価という観点で幾つか



挙がっております。それから、代金決済について、長期化していることへの対

応。それから、取引の透明性確保と業務の簡素化ということから、情報はできる

だけ開示・公表しなければならないけれども、行政等への資料提供の簡素化が必

要であるという観点でございます。  

 それから、「卸売業者・仲卸業者の業務範囲」として、卸売業者が幅広い販売

をすることについての課題、仲卸業者が幅広い仕入れをすることについての課題

等々でございます。  

 それから、「施設の機能高度化」という観点で、安全性・衛生、あるいは品

質・鮮度の面での対応。それから、開設のあり方でＰＦＩ等の導入、さらには市

場関係者自体が整備をすること等についてでございます。  

 それから、「経営改善」については、合併・統合等の対応、それから認可の仕

方、あるいは市場の中での卸売業者の単数化の問題等でございます。また、各種

の技術の向上に対応する取り組みでございます。  

 さらに、料金でございます。卸売手数料を自由化することについてのデメリッ

トとメリットの整理があります。その議論とあわせて、手数料の見直しは規制緩

和を先にやるべきだという考え方。  

 18ページは出荷奨励金でございます。出荷奨励金につきましては、市場への出

荷を誘導するための重要なものだとしつつ、その状況変化への評価でございま

す。  

 19ページですが、完納奨励金につきましては、決済機能の確保の面からも重要

だということでございまして、今後、手数料と一緒に議論しなければならないと

いうことでございます。  

 20ページは市場の手数料についてでございます。利用者の意向が適切に反映さ

れるようにすべきだという観点等でございます。  

 以上でございます。  

 それから、資料４－３でこれに対する御意見を整理させていただいています。

卸売市場全般については、改革のあり方、機能のあり方、効率化についての考え

方、規制の基本的な考え方でございます。  

 それから、Ⅱは各項目でございます。情報提供について、さまざまな意見が挙

げられております。２ページは開設のあり方でございます。開設主体について、

民間活力の活用の是非等々でございます。それから、区域についての見直し、市

場の再編・統合についての是非でございます。  

 それから、取引のあり方については、方法の弾力化あるいは弾力化すべきでな

いという議論でございます。  

 それから、代金決済機能、情報公開でございます。  

 ３ページは、業務範囲を拡大すべきという意見、あるいはその場合の混乱、評

価をどうするかという観点、それから商物一致規制の問題、また受託拒否を禁止

していることについての見直しの御議論。  

 それから、施設の機能高度化、経営の問題。  

 ４ページでは、手数料等について、手数料の自由化の是非、出荷奨励金につい

ての評価、是非、完納奨励金も同様でございます。  

 以上、御紹介させていただきます。  

 引き続きまして、資料４－１、「卸売市場の現状と課題」でございます。既に



送らせていただいていますので、簡単に御説明させていただきます。  

 １ページは流通の概要でございます。現状86の中央卸売市場があり、取引金額

が５兆円強でございます。  

 その下は卸売市場を利用される方々との関係について、昭和50年と平成12年の

規模の変化を見ております。出荷団体であります農協、漁協は２倍から４倍近く

に拡大しているということ。小売業者につきましても、スーパー等の小売店を見

ると４倍程度に拡大している。一方、卸・仲卸はそれに比べて規模の拡大が小さ

いということでございます。  

 ２ページは卸売市場の経由率の推移でございます。青果物、水産物それぞれ、

地方・中央をあわせて書いております。低下局面にあるということでございま

す。  

 取扱金額は、この表では平成３年になっていますけれども、平成２年をピーク

にして低下局面にありまして、先ほど申しましたように中央卸売市場が５兆5,000

億、地方卸売市場が４兆5,000億になっているということでございます。  

 ４ページは集荷の状況でございます。中央卸売市場の集荷先は、生産者個人あ

るいは任意組合からの集荷が割合的に減っております。一方、商社あるいは他の

市場からというのが増えてきているということでございます。  

 集荷の方法は原則委託となっております。そのほか、買い付けも可能というこ

とで、例えばこういうものがあるという事例でございます。  

 ５ページは市場での委託販売の比率ですが、全体的に低下傾向でございます。

特に水産物は、もともと低いわけですけれども、50％を切っているということで

ございます。  

 続いて、卸売業者の卸売り先について56年と平成12年を比較しております。青

果の場合は仲卸業者の割合が高くなっております。一方、水産物の方は、売買参

加者の割合あるいはその他の割合が高くなっているということでございます。  

 ６ページは仲卸業者の仕入れ・販売の状況でございます。仲卸業者は、青果の

場合で昭和53年と平成12年を比較しますと、その中の卸売業者の割合がやや減っ

ておりまして、市場以外の卸売業者からお買いになっている割合が少し増えてお

ります。水産物は少し逆の方向に動いているわけでございます。  

 次に仲卸業者の販売先でございます。大型小売店の割合が青果・水産とも拡大

しているということでございます。青果では３割から５割になっておりますし、

水産でも２割から４割に拡大しているということでございます。  

 ７ページは卸売市場の取引でございます。取引方法につきましては市場法で三

つのパターンに分けております。右の表ですが、せりによる物品、一定割合はせ

りによることが適当なもの、それ以外という三つに分けております。前者につい

ても、相対によることができるものとして開設者の承認を受けますと一定のもの

ができるということですし、相対ができるものについても、開設者が必要だとい

うときにはせりによらなければならないというような規制をしております。  

 ８ページは物品の各市場の事例でございます。  

 ９ページはせりと相対の比率でございます。いずれの商品につきましても、せ

りの比率が低下しております。今後の方向としても相対が増加するという御意向

があるようでございます。それから、相対の発注は、前日に相対される割合が７

割程度になってきているということでございます。  



 10ページは卸売市場を取り巻く状況の変化に対応した動きでございます。産地

の有利販売、あるいは小売店のこだわり志向、あるいは加工・外食等の実需者の

要請に対応するという観点から、契約的取引等、継続的な取引への取り組みが出

てきているということでございます。それから、ＩＴの活用による新たな取引形

態ということで、遠隔地で取引をされるシステムの開発が進んでいるということ

でございます。  

 11ページは、安全・安心のニーズへの対応ということで、コールドチェーン・

システムの確立に向けて整備が進んでいるということでございます。それから流

通段階への加工・調製ニーズへの対応、さらには情報提供の充実という観点でご

ざいます。  

 12ページは物流の問題でございます。卸売市場では、基本的には品物を市場内

に運んできて取引をしていただくことが原則となっております。例外として、右

の表でお示ししておりますように、開設者が指定する場所でできるとか、あるい

は特定の予約相対取引については、卸売業者が申請して一定の承認を受ければ、

そこで取引ができるというような例外がございます。この実績として下に13年度

の表がございます。  

 それから、商物分離の御意向が最近の広域流通の中で出てきているということ

でございます。  

 13ページは先ほども出ました転送ですが、全体的には増える傾向でございま

す。特に野菜、果実は中都市において転送で荷を受けていらっしゃる割合が大き

くなってきているということでございます。  

 14ページですが、中都市あるいは小さい市場での対応として、複数の卸売市場

がいろいろな形で役割分担あるいは連携して、集荷あるいは品揃えを強化しよう

という取り組みが出てきているわけでございます。  

 15ページは市場関係者の経営状況でございます。  

 まず収益状況ですけれども、卸売業者の収入は基本的には委託手数料が最も多

く、青果物では８割、水産物でも３割でございます。この割合が近年低下してい

るということでございます。45年と平成12年を比較しております。収支の状況で

すけれども、45年と12年を比較しますと、いずれも人件費等々の割合が極端に増

えてきていまして、一方、集荷販売費あるいは営業利益が減ってきているという

ことでございます。営業利益につきましては、青果・水産とも極端に減ってきて

おります。  

 それから、仲卸業者でございます。これも同様でございまして、営業利益率が

８％か７％だったのが１～２％になっているという状況でございます。  

 それから、先ほどの「中間報告」でもございました決済サイトでございます。

一般小売店、大型小売店、いずれも長期化の傾向でございます。こういう中で経

営悪化の現象として、平成10年以降を見ても廃業等々の状況が出てきているとい

うことでございます。  

 18ページですが、こういう中、平成11年の改正で経営の健全化を確保する仕組

みが入っております。大臣が財務内容を審査して改善命令を発動するという仕組

みでございます。  

 19ページですが、こういう中で自主的に合併等々が進んでおりまして、過去の

10年タームで切った割合で見ましても、だんだんと増えてきているわけでござい



ます。また、経営の多角化という観点で兼業等々も進められていますし、子会社

としての事業も進められているという内容でございます。  

 20ページは市場の開設でございます。中央卸売市場は基本的には農林大臣が開

設区域を指定して地方公共団体が開設するという仕組みになっているわけでござ

います。開設主体についてももう少し民間の参入をすべきではないかという議

論、あるいは開設区域についても流通の広域化を踏まえたあり方を検討すべきだ

という御議論が「中間報告」でも出ております。  

 21ページは手数料でございます。法律におきまして、卸売業者は委託者から業

務規程で定める手数料以外の報酬を受けてはならないとされておりまして、業務

規程でごらんのような料率が決まっております。この経緯といいますか、中央卸

売市場制度制定以降変化がございますので、その変化を示しております。  

 22ページは参考でございます。類似の取引であります証券取引と商品取引の手

数料の見直しの経過でございます。  

 23ページは、出荷奨励金、完納奨励金の扱いでございます。先ほど申しました

ように、「中間報告」では手数料とあわせて御議論をいただくということになっ

ているわけでございます。  

 簡単でございますけれども、以上でございます。  

○高橋座長 ありがとうございました。  

 資料４を御説明いただきました。いろいろ御質疑があると思います。特に、前

段報告がありました卸売市場競争力強化総合検討委員会、その委員会の座長を務

められた上原座長代理にもコメントをいただかなければいけないのですが、３人

の意見陳述人のお話を伺った後、まとめて御意見をいただくことにしたいと思っ

ております。  

   

②意見陳述人からの説明  

   

○高橋座長 それでは、本日は３人の方に意見陳述をお願いしたいと思います。

議事次第の肩書が違っているということで先ほど御紹介がございましたが、３人

の方に御説明を伺うことにしております。  

 それでは、御発言の方は着席いただきたいと思いますし、事務局から本日出席

いただいている方を紹介いただきたいと思います。  

○平尾流通課長 まず、全国農業協同組合連合会茨城県本部園芸部長の関根部長

さんでございます。  

○関根陳述人 関根でございます。よろしくお願いいたします。  

○平尾流通課長 引き続きまして、香川県漁業協同組合連合会・東京支所長の鎌

田所長さんでございます。  

○鎌田陳述人 鎌田でございます。よろしくお願いいたします。  

○平尾流通課長 それから、小山市で小売サイドを代表いたしまして、本研究会

の委員であられます川野委員にもお願いしたいと思います。  

○川野委員 よろしくお願いします。  

○高橋座長 まことに恐縮でございますが、お一人10分程度で御発言いただきた

いと思っております。  

 ただいま紹介いただきました３人の方は、卸売市場の流通をめぐって、商品を



提供するサイド、それを使うユーザーサイドからの卸売市場の諸制度や一連の問

題点について御発言いただきたいと思っております。御質問は、３人の方の説明

が終わった後、まとめてお願いしたいと思っております。  

 それでは、早速、全農茨城県本部の園芸部長、関根さんから御発言いただきた

いと思います。  

○関根陳述人 ただいま御紹介いただきました関根でございます。  

 資料４－４をお配りさせていただきましたけれども、その前に茨城県の状況を

若干触れさせていただきたいと思います。  

 茨城県は都道府県別で青果物では全国で３番目でございます。関東近在ですか

ら、青果物でも特に野菜のウエイトが大きいこと、また首都圏に近いことから、

千葉、茨城は農協の集約率が比較的低いところでございます。それに従いまして

茨城県では、消費市場、先ほども転送の話がありましたけれども、産地の集荷を

主体とした市場があります。その辺が特徴的なことであります。  

 それでは、お手元の資料４－４につきまして順次お話をさせていただきたいと

思います。 事務局から「卸売市場流通について」ということで項目ごとに用意

されました。その内容でありますけれども、１番目として卸売市場を利用する場

合の産地におけるメリット・デメリットという項目がございました。メリットに

つきましては、農協、それからもっと現場に近い生産現場の指導者等の意見も入

っております。その中の意見ということで、お話を聞いていただきたいと思いま

す。  

 まず１番目、青果物出荷等階級に関係なく全量取り扱いがなされている。これ

は、その年によって出来・不出来があるわけです。格好いいものもあるし格好悪

いものも出てくる。その場合に市場に持っていけば全部さばいてくれる、こうい

うことでございます。  

 ２番目、代払い制度による青果物精算システムが確立されていること。つま

り、決まった日付で売って、確実に３日目とかいうことで代金が指定された口座

に入ってきます。ですから、１週間とか10日間とかありますけれども、そういう

期限の中で間違いなく支払いができる、そういうシステムができているというこ

とでございます。  

 ３番目は、先ほども言いましたように他の産地、例えば関東でありますが九州

の産地とか、そういう情報、それから川下の二次消費者、量販店等の考え方等の

内容が、十分とは言いませんが、比較的入手しやすいということでございます。  

 ４番目は、御存じのように卸売市場は大きい敷地を持っております。その中で

物流拠点としての機能が当然あります。  

 ５番目は、産地育成ということで出荷奨励金のことに触れておりますけれど

も、これにつきましては最後の「その他特記すべき事項」のところであわせてお

話をしたいと思います。  

 ６番目は、販売価格の目安である価格形成機能がある。価格形成機能と言える

かどうか、ちょっとわかりません。調整機能に近くなっているかもしれません。

従来からすれば形成機能、最近は一部調整的な機能も入っていますけれども、価

格の目安がそこで見られる。つまり、うちの方でも一部市場外流通をやっており

ますけれども、市場外流通をする場合でも、目安となる単価がそこで指標として

出てくる。今日は1,000円ですとか1,200円ですとか、そういうものが出てくるわ



けです。  

 ７番目は、重要野菜など、生活に必要な野菜として本質のもの、大根、キャベ

ツ、白菜等の重いものについて、まんべんなく出荷が受け入れられるといいます

か、できているといいますか、そういうことで市場がやっていただいている。つ

まり、重量野菜となりますと、販売金額と違って単価が安い場合があるんです。

市場の経営から考えれば、むしろ小さいもの、例えばマツタケ等の嗜好品を取り

扱った方が金額的にはすごくやりやすい。しかしながら、こういう大きいもの、

重たいものを取り扱っていただいている。それが一つでございます。もう一点

は、茨城県の場合は秋の白菜が大きな産地です。その白菜が茨城県から出た場合

に、東京や大阪等の拠点に集まります。転送も入りますけれども、全国に漏れな

く散らばらされる。そうしますと、転送も含めて、そういう調整機能が出てくる

という意味でございます。産地は偏っているけれども、偏ったものを全国に散ら

ばらせてくれる、そういう役割も持っているということでございます。  

 それから、量販店等の調整機能を持っている。これは卸・仲卸のいろいろな御

努力だと思いますけれども、最近は量販店のバイイング・パワーが強いです。価

格を一方的に話してくるケースが多いです。それをアブソーバーとしているのが

仲卸・卸でございます。つまり、産地に対して1,000円や1,200円だというのでは

なくて、この次もあるからとか、そういうお互いの取引の条件がいろいろありま

す。その条件の中で、価格の考え方とか、取引日とか、そういうものができると

いうことでございます。  

 ９番目、卸売市場を通した場合、データがすぐ出てくるんです。この市場に入

荷が何トンだとか、それから１週間別とか、年間統計とか、そういうものが地域

別にも出ますし、農水省の統計情報も含めた中での情報が出やすいんです。市場

外流通、また勝手に販売した場合には、そういう統計が出てこない。目安が出て

こないです。そういう意味を含めてメリットとして考えております。  

 次に、デメリットについて若干申し上げたいと思います。  

 まず、競売が前提になりますから価格が不安定であります。地域的なことを申

し上げますと、特に関東・京浜よりも関西の方が価格の乱高下が激しいかと思い

ます。仲卸制度の問題もあると思いますけれども、そういうことで地域によって

の乱高下も出てくるかと思います。  

 それから、出荷規格の細分化。つまり、スーパー等に行きますと、メロンなど

は秀品とか優品に分けますけれども、あそこまで分ける必要があるのか。確か

に、こだわりとしては秀とか優に分ける必要があるかもしれない。しかし、これ

は一部の専門店ですね。全面的にそれが適用されている。出荷規格の問題とも関

連してくるかもしれない。しかし、生産者にすれば出荷調製のコストがかかるこ

とになっている。その辺は今後考えていただいた方がいいのではないかという感

じもいたします。単に卸売のデメリットではなくて、出荷規格とあわせた中での

販売というもの、それも必要かなという感じがします。  

 ３番目、販売先など流通上での不透明性とそれにかかわる情報不足。これは先

ほどとは反対のことですけれども、卸までは、価格とか、どこそこの仲卸さんに

販売しましたとか、そういうことがわかります。ところが、仲卸さんまで行く

と、今度はどこのスーパーに行ったか、どういう荷姿で行ったかということにつ

いては、ほとんどわかっていません。また、それをクローズするような卸の考え



方、仲卸の考え方もあります。この辺は経営的なものですから、全部が全部とい

うふうにはいきませんけれども、卸だけの流れでストップをするということで

す。要するに、産地からすれば委託販売をされているわけですね。委託のものを

市場が受託して販売されている。しかし、それが量販店、消費者まで行くとこう

なりますという経過については、全部は見られません。卸で切れるということで

す。  

 ４番目、これはデメリットと言い切れないかもしれませんが、最近の傾向とし

て、先ほどバイイング・パワーと言いましたけれども、相対取引とか、そういう

ことでの拡大が進行しています。その中で価格の主導力といいますか、卸の価格

形成機能がやや量販店等の意見に左右されつつあるのではないかと考えておりま

す。この辺が相対的にはデメリットだと考えております。  

 次の項目は「卸売市場への出荷において抱えている課題」でございます。先ほ

ども若干出ていましたけれども、１番目は、卸・仲卸等は業績が悪化している。

つまり、販売したけれども、お金がもらえるのかなと、こういう不安がありま

す。  

 ２番目は、労務の合理化などから、卸・仲卸会社の経営的志向、つまりサービ

ス関係がおろそかになっていくのではないか。産地から見れば、卸の機能として

のサービス、例えば産地育成とか、開発・提案といったソフト面での産地への公

共的な情報を含めた内容が不足しつつあるのではないか。最近は人手不足という

ことが言えるかもしれませんけれども、そういうものになっている、事務化しつ

つあるということでございます。  

 それから、産地から見て販売価格が不安定。これはさっきと同じようなことで

ありますけれども、価格の不安定要素が出ているということでございます。  

 次に「上記課題に対する工夫と今後の方向」ですが、１番については取引保険

へ加入しております。農協のグループですから、全農の全国本部の段階でまとめ

ておりますけれども、そういうものを使いながら、万が一、それが不良債権とな

った場合については、その補償についての考え方をしております。それから、与

信限度といいますか、どのぐらい取引をしたらいいのかとか、そういう目安をつ

けながら、県本部段階で債権管理を工夫しながら、その中での徹底を図っていま

す。これは農協等生産組織の段階ではできませんので、全国レベル、また県レベ

ルの中での業務となっております。  

 ２番目については、量販店などの実需者からもあわせて情報を得ております。

幸いに茨城県の場合は全体の１割が市場外流通です。90％が市場流通です。１割

が系統での市場外流通を行っています。ですから、市場外流通での量販店のバイ

ヤー、業務筋の実需担当等と話をして、海外の情報も含めて情報を入手し、市場

情報とミックスしております。  

 ３番については、価格が不安定なことから、市場外流通での契約販売への切り

かえ。価格が高い安いということではなくて、契約販売というのは、一定の価

格、例えば再生産価格が基本になりますけれども、それに落ち着かない場合で

も、例えば700円とか800円という単価を決めて、その単価の中で推移するような

形式もあります。  

 それから、価格帯を置いて、その20％上下限というふうに必要にあわせたスラ

イド方式もあります。しかしながら、価格がわからないということではなくて、



価格が一定の幅におさまるような方向、その中での市場外流通の販売へ切りかえ

ることもしております。それから、最近流行している直売所ですね。ＪＡ関係も

直売所がありますし、特に産地にはありますけれども、そういうことも活用して

いく。  

 そのほか、これはまだ数が少ないけれども、地方の中小スーパーとタイアップ

して、そこで朝市等を展開するケースがあります。そういうものが少しずつ増え

ているところでございます。それから、市場販売はしますけれども、従来の段ボ

ールという箱での販売ではなく、小売段階、量販店の店頭に並ぶような販売の荷

姿、例えばパックをする等、若干の労力を入れながら、そういう付加価値をつけ

て販売するようなことも行っております。  

 こういうことで十分とは言えませんけれども、産地としては、１番、２番、３

番の回避のためにやっているところでございます。  

 次の項目は「卸売市場流通の効率化を推進するための提案」とありましたけれ

ども、これについては、勉強不足のところがありますし、産地としては言いにく

いところがあるということで、割愛させていただきたいと思います。  

 最後の項目は、産地の実態を幾らかでも御理解いただきたいということで書か

せていただきました。現在の産地は大きい農家ではないんです。１haとか２haと

いうような年間所得1,000万円クラスが中心になってやるようなところです。年齢

も50歳代が中心になっている。そうしますと、こういう人たちが自分一人で消費

地や市場に持っていけるものではないんです。10人、20人、100人、200人と集ま

って初めて消費地に出荷できることになっている。交通の便もありますし、販売

方法において有利な販売もあります。そういうことを含めますと、今の生産農家

は基本的に個人個人ではやっていけない。関東圏のように近い場合はそういった

ところが若干ありますけれども、遠隔地になるほど、そういう条件は厳しいと思

います。そういうことを考えますと、先ほど卸売市場の役割とか奨励金とかあり

ましたけれども、産地育成はどこにあるのか。今の実態を考えますと、当面、こ

ういう状況が継続する。共販といいますか、農協グループを通して生産・出荷さ

れるものが中心になっているという形が続く場合は、こういうことになる。つま

り、生産法人等の数がにわかに多くなってきています。しかし、それは比率とし

てはほんの数％が10％になり20％になるということで、主役にはなり得ないとい

うことです。当面そういう方向です。その辺の内容について特記すべき事項とし

て書かせていただきました。  

 そういうことで、よろしくお願いいたします。以上です。  

○高橋座長 どうもありがとうございました。  

○高橋座長 引き続きまして、香川県漁連の東京支所長、鎌田さんにお願いしま

す。  

○鎌田陳述人 漁連の鎌田です。よろしくお願いします。  

 課題に入る前に、私ども香川県漁連東京支所の業務並びに養殖業の流通につい

て説明させていただきたいと思います。  

 本会は、主にハマチ、カンパチ、タイ、ヒラメ等の養殖魚を産地より買い付け

いたしまして、関東近辺で販売いたしております。香川県の基幹産業であります

ハマチを関東圏で売り込む、消費者においしい魚を食べてもらいたいということ

で、販路の拡大を図ることを目的として昭和50年に東京支所が開設されました。  



 活魚の流通でございますが、神奈川県の横須賀市と三浦市に出荷基地を構えて

おります。そして卸売市場を中心に出荷販売をいたしております。流通のシステ

ムといたしましては、産地である香川県より活魚を活魚運搬船に積み込みまし

て、香川県の本会の蓄魚池施設が２カ所ございますので、そこに備蓄します。  

 出荷の方法ですが、一つ目として、活魚を各市場に配送いたしております。地

方の市場の場合にはトラック、築地市場の場合には200トンの活魚運搬船で搬入し

ております。両方の販売ルートは、夜中に荷受けの水槽に活魚で搬入し、その

後、市場の担当者が注文に応じて魚を水揚げし出荷するという手順で販売してお

ります。  

 二つ目は、出荷基地よりの出荷でございます。各市場の開場時間にあわせて、

岬、久里浜の出荷基地より、池じめといいますか、即殺し、ボックスに入れて出

荷させていただいております。出荷基地は、開設当時より、常に高鮮度及び安

心・安全をモットーに出荷しております。昨今の諸事情をかんがみ、最近では養

殖魚の稚魚、餌料・漁業環境等の履歴の管理及び開示を行っております。今後も

さらに安心・安全を追求し、販売いたしたいと思っております。  

 課題でございますが、初めに卸売市場を利用する場合のメリットでございま

す。  

 活魚を提供すれば、あとはせり人が責任を持って販売していただける。当時は

大手の量販店も市場対応であり、ハマチを例にとればケースに５尾で出荷してお

りましたが、トラックに満載して市場内に持ち込めば出荷者の仕事は終了という

ことで、簡単でございます。この場合は大量に輸入しますので、運賃・人件費等

の諸経費も割安で済んでおりました。代金決済の方も心配なく回収できるという

ことでございました。  

 次にデメリット並びに課題についてですが、従来、魚屋さん、すし屋さん、も

ちろんチェーンを展開している量販店、外食産業、鮮魚専門店も、卸売市場より

魚を買い付けていましたが、最近はチェーンを展開していく中で、大手の事業者

は、90対応ですか、自社の物流システムの建設、高速道路等の道路の整備で、ス

ケールメリットの追求、他社との差別化、さらには生産地からの売り込みを受

け、現状では市場で規制する卸売市場より市場外流通を許す結果になっていると

考えております。  

 今後の方向及び対策といたしましては、私どもが取り扱っております養殖魚に

限って言えば、現在は産地限定等で、特に浜、生産地との結びつきが強くなって

おります。市場における養殖魚の差別化、個々の対応、また消費者の望んでいる

ことを伝達する力がなければ、市場外流通はますます増えるものと考えておりま

す。 今後は、市場も入荷された商品を販売していくだけでなく、市場、生産者、

流通業者を含めたチーム・マーチャンダイジングを考えなければいけないと思っ

ております。  

 市場に対する意見といたしましては、昭和46年に施行されました卸売市場法

は、市場が流通拠点としての機能、生鮮食料品等の効果的かつ安定的な流通を確

保するために施行された法律で、集荷基地を整備すれば物が集まるという考えに

立っているものと思います。また、 平成８年度を初年度とする卸売市場整備の基

本方針は、若干時代の流れに遅れた対応でできたものであります。本来ならば、

商流が変わり市場外流通が増える前にできるものであったのだと思います。  



 その他としては、市場の変わるべき姿、なぜ市場外流通が増えたか、365日対

応、多様な取引方法の導入で安心・安全性を売り込むべきだと私は考えておりま

す。  

 簡単ではございますが、以上で終わらせていただきます。  

○高橋座長 どうもありがとうございました。  

 最後に、川野委員から御意見をいただきたいと思います。川野委員は、前回も

スーパーの立場から市場外流通についての御意見を伺いました。今回は市場流通

についての御意見をお願いします。  

○川野委員 川野でございます。簡単に現在の市場の問題等についてお話をさせ

ていただきたいと思います。  

 その前に、この会は食品流通の効率化等に関する研究会で、しかもそれは消費

者視点に立ったということでございますので、まず消費者ニーズに合った、消費

者に都合のいい状況を前提に考えながら効率化を図っていくということだと思い

ます。そういう意味では、効果が先にあって効率が後にある、効果をいかに効率

的に上げるかということが食品流通の効率化なんだというふうに考えられます。

鮮魚の市場外流通は多くなっておりまして、市場流通が少ないものですから、青

果物の流通についてお話をすることによって代表させていただきたいと思いま

す。  

 そして、先日もお話し申し上げましたけれども、生鮮食品の流通においては、

お客様のニーズが生産者に十分届いていない、お客様の情報がどこかで遮断をさ

れている、お客様の情報についての青果物の流通機構全体についての共有がなさ

れていないことが一番大きな問題だと考えられます。  

 簡単に考えてみますと、生産者のおつくりになったものが農協等の集荷団体あ

るいは全農や経済連を通って市場に行く、そしてそこから仲卸に行って小売業者

に行くということですから、生鮮の流通に限りませんが、大変多段階の流通の手

を経てお客様方に商品が流れていくということでございまして、多段階における

非効率ということは大変大きな問題ではあると思いますけれども、それよりも、

多段階であるために、お客様の情報が生産者の方になかなか流れていかないこと

が一番大きな問題なのだろうと思います。  

 市場のことを考えてみますと、もともと市場がつくられた段階は、個々の農家

なり小規模の集荷業者が市場に持ち込む、そしてそこから商品の仕入れをする買

う方も、個々の商店、小規模の販売業者だったわけです。そういう段階で市場が

できておりました。ところが、今は御存じのように私たちのようなスーパーマー

ケット等の量販店ができておりまして、そういう意味では市場から商品を買う人

たちの状況が変わってきているのですけれども、そのことについて十分な配慮が

なされていない、つまり時代に合わない市場になってきているということが一番

大きな問題だと思います。ですから、現在は大規模の販売者に対する対応と個々

の商店に対する対応の両方を一緒にやらなければいけないような状況があるもの

ですから、量販店にとっても不満ですし、個々の商店の皆さん方にとっても不満

だということです。その辺は、例えば量販店用の市場と個々の商店用の市場を分

けるとか、そういうことを考えていかないと、両方に喜んでいただけるような市

場はなかなかつくりづらいのではないかと思います。  

 量販店は組織の中での役割分担をしておりますから、商品の仕入れをするの



は、バイヤーがおりまして、バイヤーが買いに行きます。量的にも大変多いです

から、物流等もある意味では効率的にできるのですけれども、個々の商店の皆さ

ん方は自分で仕入れをして自分で売る状況が多いわけですから、例えば遠い市場

に買いに行くことは大変なわけです。あるいは、片方は小分けをしてもらいた

い、でも片方は小分けしていただかなくて結構だ、それは自分たちでする、その

かわり物流等の経費を安くしたり、生産者の皆さん方にお手数をかけることはで

きるだけ少なくしたいということがあるわけでございます。そういう意味で、皆

さんは市場のことについて研究をなさっているわけでございますので、こんな段

階でこんなことを言うのは大変申しわけないのですけれども、時代変化の中での

市場の役割を考えていくことがまず大切なのではないかと思います。  

 二つ目は、先ほどから情報の遮断の話をしましたけれども、卸の方たちは、い

わゆる荷受けという形で、生産者から手数料をいただきます。一方、仲卸の人

は、買う方、主として小売業者から手数料をもらうんです。ですから、荷受けは

川上を見ていて、仲卸は川下を見ているんです。だから、ここで情報が完全に遮

断されてしまう。仕組みの上から、そうなってしまっているんです。私どもの担

当者に聞きますと、荷受けの皆さん方も、手数料は私たちが払います、そのかわ

り私たちの方をしっかり見てくださいということを言っておりますので、その辺

の大きな仕組みの問題があるのではないかと思います。  

 そして、卸業あるいは荷受けのところですけれども、ある意味では荷受けと仲

卸が一緒になって、販売業者から手数料を取りながら、販売業者の方を向いてし

っかりと仕事をしていただく。今の荷受けの場合、リスクはあまりないんです。

でも、リスクをとらないところでは本当の仕事ができません。そういう意味で

は、先ほど値決めの問題等について関根さんからお話がございましたけれども、

そのことについても相当突っ込んで、リスクをとってやっていただくような体制

ができないのかなと考えます。  

 本当に大ざっぱな点について幾つか申し上げたわけでございますけれども、今

お話しした３点、一つは市場の役割について、もう一つは荷受けと仲卸業者の段

階におけるお客様情報の遮断の問題、そして市場の荷受けの方なり仲卸の人たち

の一体化の問題とリスクのとり方、これらの問題について改めて考えていかなけ

ればならないのではないかと思っております。以上です。  

○高橋座長 ありがとうございました。  

   

③質疑・意見交換  

   

○高橋座長 お三方とも時間を厳守していただきましたので、予定した時間より

若干の余裕がございます。そこで、休憩に入る前に３人の意見陳述に対しての御

質問をお受けし、多少時間がございましたら、卸売市場との関係で外食産業の立

場から何か御発言があれば、横川さんからいただければと思っております。  

 では、今のお三方の意見陳述について。  

○下山委員 関根さんに質問です。私は農協なので若干言いづらいのですが、一

つは、全農が行っている卸売市場法以外の全農集配センターの位置づけについて

どのようなお考えがあるのか。戸田橋、前東京集配センターが新しくコールドチ

ェーン・システムということで立ち上がりましたし、あるいはコープネットのコ



ールドチェーン・システムを全農の子会社が川口で展開していますけれども、そ

の点が一つです。２点目は、系統共販にこれから問題となってくるトレーサビリ

ティ・システムについて、どのようにお考えになっているのか。３点目は、物流

の効率化という点については、段ボール流通からコンテナ流通、ごみの問題があ

りますので、そこら辺についてどのようにお考えなのか。この３点です。  

○高橋座長 では、関根さん、お願いします。  

○関根陳述人 １点目は全農の集配センターの件だと思いますけれども、茨城県

の中で全農の直販センターに行っている量は約８％です。全体からすれば各県と

同じような状況です。全農は、コープネットとの関係、これは神奈川を除いた関

東のコープの集まりかと思いますけれども、共同仕入れ機構ですね。全農の東京

センターが川口でピッキングセンターをつくったと思います。茨城県も同様なこ

とで考えている最中です。 というのは、これはまだ成案になっておりませんけれ

ども、単協のいばらきコープ生協、と栃木コープ関係を含めて、ピッキング関係

を整理したいというコープネットの意向がありまして、そういう方向で茨城の県

本部単独で進めていこうという考えを持っております。ただ、全国本部との関係

がまだ整理されていませんので、それも含めて、今後は常務のお話を聞きながら

進めていきたいと思っております。  

 もう一つは、なぜそういうことをするのか。一つは、全農系列ですから当然東

京センターの利用もいたしますけれども、コープ関係は、県内産地・地産地消を

特に求めています。ですから、茨城県の生産物、一部栃木県も入りますけれど

も、産地の組合員に産地の品物をお届けする体制づくりが必要かなということで

す。目下県内には７産地ほどありますけれども、それを拡大していきたいと考え

ています。１点目はこの辺でよろしいでしょうか。  

 ２点目はトレーサビリティの話でございます。特に最近は登録外といいます

か、無登録の農薬の問題がありまして、早急を要する問題だと考えております。

現実には、単協の茨城県の県本部がありまして、農協、生産者という仕組みでご

ざいますので、農協、生産者はどのようにやるのかということですけれども、そ

の内容については、一つは、栽培日誌といいますか、防除歴、つまり過去の栽培

の略歴ですが、どのように肥料をやって、どういう農薬をまいたかということが

一目でわかるように……。農家というものは、農作業は一生懸命やりますけれど

も、どちらかといいますと書くのは苦手なんです。そういう様式をどのようにす

るか。基本的には各産地でやるということで進めています。ただ、それに産地が

全部追随できるかどうかという課題があります。県の段階では指導機関がござい

ますので、それがどこまでできるかということは把握できませんけれども、極力

完全な形の中でそれを整理していきたいという方向で思っております。  

 ３番目は段ボールですが、段ボールは大型野菜から進めております。キャベ

ツ、白菜、レタス等の大型品目についてはコンテナを進めています。特に市場外

流通が中心になって進めているのが現在のところです。というのは、ワンウエイ

ですね。１回行って帰ってくればいい。ただ、これがグルグル回ると、例えば市

場からデリバリーされると回収率が低くなるんです。ですから、回収率の問題と

のにらみ合わせになるかと思います。環境の問題、回収その他の問題を含めてコ

ンテナを使った方がいいということはわかりますけれども、最終的にはコストの

問題や相手側の受け入れ体制を含めて考えていかないと、ちょっと難しいのでは



ないかと思います。ただ、そういうことを大型野菜から進めております。  

○高橋座長 では、斎藤委員。  

○斎藤委員 まず関根さんに対してですが、茨城経済連は、都市近郊という一つ

の条件もあるかもしれませんけれども、販売の戦略として比較的早くから市場外

のチャンネルをつくられてきて、多分買い取りもできるような、リスクも負担で

きるようなこともされてきているし、契約システムもお持ちです。基本的に県連

レベルでこういうシステムを早く構築されたことの経緯は、多分、茨城県は市場

外流通でいろいろな法人がひしめいておりまして、かなりユニークなところも結

構あるわけでございますが、それに対抗して一つのシステムをつくったというふ

うに私は認識しているわけでございます。そのシステム間競争でいくと、今の

10％という市場外流通が拡大できない理由は何か。  

 それから、このシステムでやったとき、実質的な歩留まり利益は、多分産地サ

イドが十数％のマージンを取れるようなシステムをお持ちだと思います。そうす

れば効率的な経営体としてはやり得る可能性があるわけでございますが、この

先、もっと卸機能を統合する用意があるかどうか。つまり、もちろん物流を持ち

ますけれども、製品提案、いろいろな小売支援システム、あるいは直売システ

ム、この辺まで考えられているかどうかというのが第２点でございます。  

 次に川野委員ですが、情報のミスマッチはよくわかるのでございますが、基本

的には、ミスマッチを起こす以前に、今の特売を含めた量販店の販売システムは

ミスマッチを解決できないようにしているのではないか。かなりのウエイトの直

売比率がある。特売もこれまでは安いものを特売していましたけれども、高いも

のも結構特売されていて、マージンミックスをかなりやられていると思います。

相当高いものも低いものもあると思いますが、そういう販売のシステムと調達の

システムをどのように仕分けされているのか。市場流通と市場外流通をうまく競

争させながら持っていっているのか。それとも、買いたたくという言葉を使いま

すと大変失礼な引用になるんですけれども、優越的地位の乱用かどうかはわかり

ませんけれども、市場チャンネルにそういう要素をかなり含めていらっしゃるの

か。産直品を育てるという意識でそういうふうに物を分けているのかどうか。こ

の辺、非常にシビアな問題があると思います。私は情報のミスマッチだけでは解

決できない重要な問題を含んでいると思いますが、どうでしょうか。  

○高橋座長 それでは、関根参考人、お願いします。  

○関根陳述人 平成13年実績は12年に比べて市場外流通の取り扱いが減っており

ます。というのは、内容の変更が若干あった。市場外流通といいましても、債権

保全の立場から買付方式をとっているのが多いです。12年は約65％が市場流通の

買い付けパターンで、35％程度が直接量販店・実需者の方に回る。それが13年は

55の45ということで、10％ぐらい市場流通の分を減らしたんです。直接量販店・

実需者の方に45％ぐらいまで伸ばした。最終的には逆転して４割ぐらいまで市場

流通の部分を持っていきたいと思っています。ただし、そういうことで取扱金額

が急激に増えるとは思いませんし、また増やそうとも思っておりません。という

のは、こうした内容を着実にやっていかないと産地が死んでしまう。ですから、

最高２割程度かな、よくて25％強かなと見ています。ですから、市場流通が主体

であって、部分的にそういうものを混ぜ合わせるようなパターンになろうかと思

います。  



 市場外流通の始まったきっかけを若干申し上げますと、一つは、委託販売の場

合、売って初めて勝負なんです。しかし、契約単価、できるだけ産地で単価を設

定したいという気持ちがあったんです。もう一点は、働く人がどんどん高齢化し

てきます。そうすると、結局、規格のものをつくる出荷・調製作業が一番かかり

ますから、これをできるだけ簡単にしようということで、県本部も直接の集荷所

を持っていますので、そこへ直接バラで持ってきてもらう。それを入れ分けし

て、また工夫しながら、それを量販店や市場へ流していくということで労力コス

トの軽減化を図った。それが市場外流通を介した理由になります。  

○高橋座長 ちょっと確認させていただきたいのですが、商物一致での市場外流

通が10％、ところが商物分離、要するに物流だけを見れば市場外流通が35％とい

うふうに理解してよろしいですか。  

○関根陳述人 商流・物流ともに分離したのが現状は45％です。だから、商流は

市場経由が55％です。物流はその中ですから数は動きませんけれども、半分ぐら

いは直接行くものもあるし、市場へおろすものもあると思います。  

○高橋座長 それでは、川野委員。  

○川野委員 これは大変大きな問題でございまして、皆さんも御記憶があると思

いますけれども、先日、鶏肉の偽装の問題が出ました。栽培をしたり飼育するも

のは、ある意味では自然の天候に左右されたり、あるいは工場生産のものと違っ

て急にたくさんつくるわけにはいかないわけです。そういうことを考えますと、

先生が先ほどおっしゃったようなことは、例えば小売が特売をする計画は産地の

状況や産地の人たちとの緊密なコミュニケーションがあって初めてできるわけで

ございます。  

 特に、バブルがはじけて物の値段が下がる。そのころはまだバブルの時の浮か

れた商品に対する反省もありまして、“安かろう悪かろう”という商品もまずま

ず売れたようですけれども、現在は“安かろう悪かろう”では売れない。一つは

お客様方の価格に対するシビアな見方がございますし、一方では小売業界の中に

おける競争が少しずつ出てきた。私はまだまだこれから本当の競争が始まると思

っていますが。  

 そんな中で一番手っ取り早くお客様に来ていただくのは、安く売ることなんで

す。でも、先ほど先生が心配なさっておりましたように、生鮮商品は数が急につ

くれるものではないですから、それを考えますと、産地と小売りの綿密なコミュ

ニケーションの中で例えば特売なら特売という計画を立てていかなくてはいけな

い。そういうことができないところは必然的に特売ができなくなってくると思い

ますから、そんなに心配はないのではないかと考えます。そして、限られた商品

について今日特別にたくさん売るとかいうことではなくて、ＥＤＬＰという言い

方をしますけれども、毎日毎日、値ごろで販売をするという方向にだんだんなっ

てくるのではないかと思います。  

 また、現在小売業界は業績が二極分化をしてきているわけですけれども、様子

を見ておりますと、ただ単に安売りだけで商売をしているところは少しずつ元気

がなくなって、だんだん淘汰されつつある。ですから、小売業もリーズナブルな

量をいかにリーズナブルな価格で販売していくかという方向にしっかりと進んで

いくのではないかと思います。  

 もう一つ、農協さんのことについて市場外流通がなかなか増えないという話が



ございましたが、生産から小売の段階までの多段階の状況がある。どうしてもそ

こを通らなくてはいけないような仕組みではなくて、それを取りまとめるところ

は別にして、生産者は農協さんに売ろうが市場に売ろうが、あるいは仲卸に売ろ

うが、直接小売に売ろうが、そういう状況をつくるべきだと思うのです。  

 そして、今日は農協さんの問題ではないのですけれども、前回もお話をしまし

たように、私どもは市場外流通の割合、いわゆる契約栽培の割合が多い企業でご

ざいますので、担当者に聞きますと、現在、農協さんのリストラの中で、どうし

ても生産や販売にかかわる人たちのリストラが行われていて、主力がほかへ行っ

てしまう。ですから、農産物の生産と販売の方に力が入らないと市場外流通はち

っとも増えないのではないか。老婆心ながら、そんな感じを受けております。  

○高橋座長 意見交換に入っていますので、川田委員、どうぞ。  

○川田委員 先ほどの関根部長と川野委員の両方の御意見について、現場からの

見方を一つお話しさせていただきたいのは、情報が途切れるというところなんで

す。今は入荷した段階で一応すべての情報を公表していますが、そこの段階から

先が見えないというお話でございました。見えている部分はもちろんあるんです

けれども、関根部長と川野委員の両方が見えないとおっしゃる部分の一番大きい

のは、先ほど斎藤先生もおっしゃいましたが、今の量販店の売り方が生産とマッ

チしていない。持丸委員が専門ですけれども、大手スーパーからのオーダー表を

見ていただくとわかるんですけれども、月曜から木曜までは50ケースから100ケー

スのオーダーが来ます。金曜日から土曜日、週末に来るオーダーが1,000ケースぐ

らいです。ですから、ウイークデーは100ケース、100ケース、100ケース来て、

土・日の販売分として1,000ケースずつ来る。こういうオーダーで来るわけであり

ます。  

 逆に言うと、我々がすべての情報を開示して、あるいは行ったところまでトレ

ースするとなると、商売上やや問題があるということは正直あるんです。先ほど

関根部長が市場外流通ですべて対応できないとおっしゃったのは、そこに問題が

ありまして、もし大手量販店のオーダーどおり出していくと、週末に出すべきも

のはどこかで大きくためなくてはいけなかったり、毎日の天候がありますから、

よいものを出すという習慣ではなくて、量だけをとる収穫作業を行わないと今の

消費行動に合っていかないんです。では毎日500ケースずつ買えばいいじゃないか

という話にはならなくて、今は週末購入型ですから、週末のロットが非常に大き

い。ですから、さっきバーゲンの話もありましたけれども、どうしてもそこに集

中してしまう。そこにあわせるシステムが市場にあるかどうかはまた別の話で、

生産の方にないので、どこかでそれを調整する機能が必要になっている。  

○高橋座長 確認したいのですが、普通の日が100で週末が1,000ですか。10倍で

すか。  

○川田委員 はい。もちろんスーパーさんによって違います。それは持丸委員の

方が専門ですが。  

○高橋座長 それはまた後で意見をいただくとして、外食産業から見た卸売市場

の問題について若干御意見をいただければと思います。  

○横川委員 外食業界ということもありますし、もともとスーパーもやっていた

関係で、市場のシステムについて注文をつけさせていただきます。  

 今、野菜と肉と魚、これは問題点が別々にありますので、それを一つにして議



論することが問題だということを最初に申し上げておきたいんです。肉は肉、魚

は魚、野菜は野菜で、今日は野菜の方が多いようですから、野菜のことに絞って

申し上げますが、私どもがスーパーをやっているころの朝、せり前に引くのは

３％から５％だった。今はそれが８割まで来た。あるいは、せりそのものが市場

の中で２～３割しかできていなくて、あとは相対取引になっているのだとすれ

ば、この市場法とは一体何なんだということになります。  

 それはどうしてなったのかということで見ると、一つには、先ほど川野委員が

おっしゃったように、売る側が大きくなったんです。昔、小売店というのは１日

３万円から５万円しか売っていなかったんですが、今は数百万円売るようになり

ましたから、売る側が大きくなった。  

 実は生産者側も大きくなってきているんです。最近は経済連さんがなくなって

全農さんに仕組み的に合併したり、将来どうなっていくのか。単協さんと農協さ

んと全中さんと経済連さんの関係も整理しないと、我々から見ると全くグレーに

なっています。これは別問題ですので、今日は問題があるということだけ提起し

ておきますけれども、出荷側も大きくなって買う側も大きくなったのに、真ん中

が何も変わっていない。ここから来ることが、せり20％になったことだと思いま

す。  

 もう一つ、消費の問題でいきますと、外食というのは、特売をかけなくても、

平日と土・日の売上は２倍になるんです。ですから、私どもが買うときには土曜

日に3,000ケースから5,000ケース買うんです。これは土・日の分だけです。特売

をしなくても、そういう数字になってきます。そして先ほどの情報の問題でいう

と、トレーサビリティが大量買ったときにできるかという問題は、実は肉もあり

ますし、魚もありまして、野菜もある。5,000ケースのレタスを届けられる経済連

さんは全国に幾つもないんです。したがって幾つかのところから集めてこなけれ

ばいけないときに、この店がどの店に行って、どの時間帯に売ったかというよう

なことは多分できないと思います。そういう意味でいくと、今の仕組みで言うト

レーサビリティの限界もある。  

 もう一つ、皆さんの頭に置いていただきたいのは、ＩＴになっていくとどうな

るかというと、実は日本中が無店舗販売システムになっていくということの先駆

けになっているんです。数百年前は店舗がなくて物が売れていたわけです。店を

構えて売るという時代が数百年ありましたけれども、今度また無店舗販売システ

ムに世の中が変わっていくときに、商物一体ということはなくなっていくはずな

のに、どうして商物一体という議論をしているのかということで、僕から見ると

非常に不思議な話をされている部分もある。では市場は要らないのかというと、

要るんです。これがないと日本の食料はどうにもならない。ただし、これ一本で

行ってしまうと世の中から置いていかれる。  

 もう一つ、輸入品との対抗をどうしていくかという問題があって、このせりは

輸入品までは市場でせっているんですけれども、本当にそうされるのですかと。

輸入品はせりという仕組みから外れるのか入れるのか。気をつけないと、近い将

来、全部せりの中には輸入品だけだったということになりかねない、そういう流

れになっているということもございます。  

 時間がありませんから今日は問題提起だけをしておきますが、こんな短い時間

でこれをやるのはとても無理だなというのが感想です。  



○高橋座長 ありがとうございました。  

 まだ意見があろうと思いますが、ここで10分ばかり休憩をとって、後半部分は

御意見を含めていただきたいと思っております。それでは、45分まで休憩させて

いただきます。  

〔暫時休憩〕  

   

④意見交換  

   

○高橋座長 時間が参りましたので、これから質疑応答・意見交換に移りたいと

思っております。  

 今まで市場流通について出荷団体側あるいはユーザー側からの御意見を伺いま

した。その前に、前段の競争力強化総合検討委員会の「中間報告」と、その後の

意見の概要について説明がございました。これも含めて主に市場流通の問題点に

ついて意見を交換していきたいと思っております。  

 なお、今後の日程を若干御説明させていただきますと、後でまた日程の報告が

ありますが、11月５日に卸売市場関係者から意見を聞きながら、再度、市場流通

についてのお話を詰めます。それから、11月の下旬になるだろうと思いますが、

中間取りまとめを皆さんに提示しながら議論をするということで、この研究会も

大詰めに近づいてまいりました。したがいまして、これからの御意見は中間報告

に盛り込むべき内容についての意見を、卸売市場流通だけではなく市場外流通も

含めて、それから食肉は今まで議論しておりませんので、野菜、鮮魚、水産物を

含めて、どういうふうに進めていくのか、意見をいただきたいと思っておりま

す。  

 ただ、問題がいろいろ拡散しないように、事務局が準備した論点では、まず物

流について議論し、それから商流について議論してほしいということでしたが、

まだ分ける段階ではないと思います。ただ、前段にちょっと確認しておきたいと

いう意味で、我々の研究会の前段である競争力強化総合検討委員会での意見の概

要に関連して、総合検討委員会の座長を務められた上原座長代理から最初にコメ

ントと御意見をいただいた上で、ほかの委員の御発言を求めていきたいと思って

おります。  

○上原座長代理 検討委員会で私が得たインプリケーション、それから皆様方の

今の御議論を踏まえて、私なりに考えていることを交えて述べたいと思います。  

 現在の卸売市場を見ますと、一番大きな問題は制度の思想とその運用とがかな

り食い違ってきている。実は卸売市場制度の思想そのものはあまり変わっていな

いのですけれども、その運用が弾力的にかなり緩和されてきている。それはなぜ

なのかといいますと、実情が制度とが乖離してきているからであろう。我々はこ

の辺をきちんと見ておく必要があるだろう。  

 その見方は二つありまして、一つは、現在の制度は卸売市場に関連する企業の

方々が何かビジネスをしていくときに桎梏となっていないかどうか。つまり障害

となっていないかどうか。これが第１点。私は、その障害になっているものとし

て、例えば、商物分離の問題などがある。卸売市場に関連する方々が業務をして

いく上で何が桎梏となっているのか、その辺をきちんと押さえる必要がある。  

 今ひとつ、制度と実情に関して私が言いたいのは、言い方が悪いかもしれませ



んけれども、現在の制度は保護として使われている。普通、卸売市場を離れたら

当然やっていけないビジネスがこれを保護された適地として使っている可能性が

ある。この一つとして、卸売手数料の問題がそうではないかと思います。多様な

商品を集めるためには卸売手数料を多様化した方がいいわけです。例えば、イン

ターネット・ビジネスで、アマゾン・ドット・コムがいろいろな本を集めるとき

に、手数料収入の多様化を図っています。一部の卸売業者にとって、現在の手数

料を決めておくと、手数料競争がないので、そこは保護された適地として位置づ

けられる。こういう成長への障害と保護された適地になっているものをある程度

洗い出しておく必要があるだろう。  

 ２番目に、現在のマーケット競争は実はマーケティング競争なんです。簡単に

マーケティング競争とはどういうものかといいますと、市場メカニズムからある

程度自律したいという意向から生まれたものです。だから、価格が下がっていく

と、ここで差別化競争をして、ロイヤリティをかち得て、そこでお客をつかんで

いこうとするし、逆に価格が高くなっていくときには安く売ってお客をつかんで

いこうとします。つまり、市場の圧力をいかに回避して自律化の道をたどるかと

いうのがマーケティングなんです。  

 逆に言えば、こういうことです。マーケティング競争がないと現在の市場はつ

ぶれていたはずです。市場メカニズムというのは需要量と供給量の一致だけです

から、好まれる製品が好む人に到達する保証はないのです。だから顔の見える流

通をしていくためにマーケティング競争を展開するのですけれども、私は現在の

卸売市場はマーケティング競争をする仕組みになっていないと見ております。マ

ーケティング競争をする仕組みとは、消費者に向かってメーカー、卸、小売が新

たに機能分担関係をつくり変えることです。ですから、最近は加工食品でいえば

製販同盟とか、古くからあるのはバーティカル・マーケティング・システムとい

ってメーカーと卸売業と小売業がうまく機能を分担するシステムをつくってい

る。例えばチェーン・オペレーションというのは、まさに卸と小売が結びつくわ

けです。そういうプロセスづくりが現代のマーケティング競争の特徴なのです。

しかし、そういう関係をつくるのはなかなか難しいというのが卸売市場の問題で

す。  

 それから、市場内流通と市場外流通を比べますと、市場外流通の方がはるかに

マーケティング志向だと、私はそう思っています。ただ、現在の市場外流通も、

品揃えの多様性をうまく取り込むシステムがまだ不十分で、それを市場を使って

補ってきているわけです。そうしますと、市場は市場外流通のマーケティング・

システムの補完にしかなっていない。今のままで行けば、ますますそういう傾向

に陥る。そこに市場の問題がある。  

 もう一つは、卸売市場というのは、量販チェーンに向けての定番品揃え流通に

対抗する中小専業店向け流通を担っている。多元的な競争システムをつくり出し

ていくために中小専業店の個性を活かす役割を持っているはずなんですけれど

も、卸売市場はこの機能を十分に発揮していないと考えています。仲卸等を見ま

しても、中小専業店を育成していくシステムにはなっていないと私は思っていま

す。ですから、マーケティング競争ができる体質にいかに変えていくかというこ

とが重要ではないか。  

○高橋座長 ありがとうございました。  



 それでは、これからフリートーキングのような形で意見をいただきたいと思っ

ております。ただ、あまり議論が拡散しないように、卸売市場制度あるいは卸売

市場のあり方に関する論点へできるだけ集約していきたいと思っております。  

 先ほど来、高梨委員が発言を求められていたので、どうぞ。  

○高梨委員 鎌田さんに水産関係のことで質問だったんです。鎌田さんのところ

はハマチやカンパチの養殖を主にやっていらっしゃるということなので、その面

で伺いたいのですが、たしか安心と安全を売り込むような形でやっていらっしゃ

るとおっしゃったと思いますので、それをもう少し具体的に、そういうものの物

の安心とか安全というのはどういうところをおっしゃっているのか。  

○鎌田陳述人 私どもは、香川県下に12漁協ありまして、養殖魚の経営体数が84

業者あります。これは、養殖する稚魚をまず搬入いたしまして、餌の管理も私ど

もが販売しております。それから、いつ投薬したか。それから漁場環境ですね。

香川県の場合は半年しか養殖できませんので、その半年間の間に漁場がある程度

浄化される。また、ハマチ等は小割り養殖なので通常は10ｍ小割りとかでやって

いるんですが、私ども香川県では円形の25ｍ、水深が30ｍぐらいの大型生け簀で

やっております。  

 安心・安全ということでは、私ども香川県では、香川県かん水組合がございま

して、養殖漁業の組合において、魚の履歴といいますか、稚魚がどこでとれて、

どういう餌をやって、どういう環境で育って、投薬をいつやったか……。投薬す

れば30日間は出荷できないわけです。投薬の残留検査、また大腸菌とかダイオキ

シン、そういう検査を通って、それから出荷するようです。  

○高梨委員 私が伺いたかったのは、食品の中で、どの時点で、どの過程でトレ

ーサビリティが行われるかということも探っていかなければいけない問題だと思

ったものですから、養殖魚のトレーサビリティの問題、例えば今おっしゃった餌

の問題、薬の問題などがきちんと書類で担保されているのかどうかということを

伺いたかったんです。  

○鎌田陳述人 養殖履歴を出荷前に配布していますので。  

○高梨委員 どちらに配布していらっしゃるんですか。  

○鎌田陳述人 我々が販売しているのは卸売市場中心なので、そちらです。こう

いう履歴書をつくっています。  

○高梨委員 ありがとうございました。  

○高橋座長 ほかによろしいですか。  

 では、斎藤委員。  

○斎藤委員 今回が初めてかなり本格的な議論ということになるわけでございま

すが、これまでの議論の延長線上で詰めるべきことがかなりあると思います。例

えば、市場競争力についての検討経過も随分説明されましたが、この報告書を見

る限り、川下とのかかわりについての位置づけがそれほど明確ではございません

でした。さらにまた、農協との関係についてもそれほど明確ではなく、市場その

もののあり方にかかわるところが中心だったと思います。ただ、ここでの議論に

は小売サイドも消費サイドも皆さん入っていただいております。  

 既に論点整理してあるので繰り返す必要はないのですが、先ほど川野委員の議

論の中で川田委員からありましたように、川下と市場との関係はどうなのだとい

う議論でございます。もっと言えば、フードシステムが非常に大きな変化をして



いるわけでございます。その中でもちろん機能分担も起こっております。流通機

能の移転あるいはマージンの再配分の問題が起こっています。この問題をちゃん

と詰めないと手数料自由化等の議論はできないと思っております。  

 それから、中央卸売市場の荷受けさんも、かなり規模がございます。川田さん

のところなどは手数料を自由化して十分やっていける。単純に言えば、むしろ規

制緩和した方がいいのかもしれない。ところが、今経営が非常に苦しいと思われ

ますのは、荷受会社で見れば、100億から200億、それ以下の中央卸売市場だと思

います。では、地方卸売市場はだめかというと、地方卸売市場はかなり元気がと

ころがあるんです。これは明らかに規制緩和の必要性があったんです。そのタイ

ミングが悪かったと思うのですが、市場法がなければもっと元気になれたかもし

れません。昔は、市場があれば産地がそこを指定したわけです。非常にメリット

が高かったわけですが、今は逆になっているわけです。こういう問題がございま

す。  

 それから、小規模は小規模なりにいろいろな経営戦略がとられたと思うのです

けれども、ビジネスという視点から見なければいけない。基本的に規制緩和して

ビジネスでやっていける条件は何かという議論をしないと、ただ規制緩和しただ

けでは、その先、何も出てこないと思います。これまでも小売では、例えば大店

舗法もそうでした。規制緩和は、その後に何が来るか。単純な過当競争が来るわ

けでございます。その問題がまず大きな問題になる。過当競争を誘発するかもし

れないということでございます。  

 そういう意味で私が非常に懸念しておりますのは、先ほど川野委員と川田委員

の議論がございましたが、市場と量販店、外食もそうだと思いますが、このミス

マッチが非常に大きくなってきたわけです。その中身は何か、そしてそれをどう

いうふうに緩和できるのか。あるいは、より効率的で、よりパートナーシップの

ある関係をどうつくったらいいのかということでございます。例えば先ほどの議

論で申し上げますと、市場から量販店が仕入れる場合、極端な場合は、仲卸さん

はマージンが15％でやっていけるとすれば、５～６％まで下がっているわけで

す。それと、この間も議論がありましたが、実はセンター・フィーが上がってお

ります。それを市場外流通の人が負担する、あるいは仲卸さんが負担する場合

は、経営が破綻するわけでございます。それは制度上のもっとシビアな問題を抱

えていることです。  

 それから、先ほど川田委員から情報化の話がありまして、10倍という話があり

ましたが、私が聞いている範囲でも、例えば東北のジャスコ店あたりは週末店舗

型でございます。数倍はざらでございます。昔は30％ぐらいが週末でございまし

たが、今は何倍でございます。そういうものが果たして集荷できるのだろうか。

相当無理をした集荷になります。  

 さらに、情報が、イトーヨーカ堂やダイエー等は午後10時発注でございます。

それで発注に頼るとすると、夜中の仕事になります。この仕事に耐えるには、都

市化地帯のかなりのパッケージングの施設が必要でございます。そういう意味で

全農の戸田橋が伸びている。あるいは遠隔産地が東京にそういう処理施設を持た

なければいけないというところまで来ているわけでございます。これは相当なコ

ストの圧迫になりますし、私から見ると、量販店サイドが経営合理化のために無

理をせざるを得なくなっているというのが実情でございます。そのために、アメ



リカと比べてもコストがスーパーは高いわけでございます。そしてグローバリゼ

ーションの中での競争もございます。その辺のことで、ではどこまで合理化でき

るかとなると、スーパーもそう合理化できないと思います。どんなにやっても

10％になれば、いい方です。  

 つまり、懸念しておりますのは、この議論が先へ行った場合、流通コストを減

らすという議論になると思うのですが、今の中間流通の中ではせいぜい10％ぐら

いしか下がらないのではないか。その先はやはり産地問題が入ってくるので、で

きるだけフードシステム全体の中での議論に持っていかないと解決策が出てこな

いのではないか、私はそういう懸念を非常に持っております。  

 以上です。  

○高橋座長 週末需要が平日の10倍だということ、これは青果物の例ですね。  

○川田委員 はい。  

○高橋座長 水産物の場合はどうでしょう。同じように10倍ありますか。  

○清水委員 いや、そんなことはないですよ。週末だから売れるというようなこ

とはありません。  

○高橋座長 平日と変わらない。  

○清水委員 変わりません。  

○高橋座長 少しは増えるんじゃないですか。  

○清水委員 そのときの天候にもよるからね。だから養殖物なんかはいいです

よ。けれども、台風が来るとなると、もうどうにもならん。だから、先生がおっ

しゃるほどは変わりませんね。  

○川田委員 さっきの10倍というのは少しオーバーで、さっき川野委員からうち

は2.5倍だと耳打ちされたんですけれども、1.5ぐらいです。  

 ただ、10倍になる商品もある。例えば各スーパーさんで柿を売りたいという要

望があると、柿を集中的に売られるわけです。川野さんのところが柿を売られる

から私のところはミカンを売るというぐらいに、店ごとに品目にかなり偏りがあ

るんですけれども、極端な品目を見ると、そうなる。ただ、一般の品目について

も、言われたように1.5倍から２倍には優に膨らみます。ですから、オーダーとし

ては、100・100・300、100・100・500というのはかなり頻繁に起こっておりま

す。  

○高橋座長 それでは、井本委員。  

○井本委員 ここで議論する場合、消費者利益ということからすべての議論が始

まるという考え方に立ちますと、たとえ10倍あったとしても、消費者の行動がそ

うなっていたら、それに対応するしかないと思うのです。そこから先の議論は、

消費者は週末に買い物をしてはいけない、そういう議論になってしまうんです

よ。まんべんなく月曜日も火曜日も水曜日もすべて同じように買いなさいと。こ

れは統制的な発想ですね。私は、消費者の自由度をできるだけ高める方向、もち

ろん公序良俗に反するようなことは問題ですが、そういう方向に行くのだった

ら、市場関係者も小売業関係者もすべてそれに対応するしかないわけですね。そ

の場合、規制を緩和して何が問題かといいますと、消費者が困る方向になるな

ら、その規制は守らなければいけないわけです。しかし、消費者が問題なけれ

ば、いいと思います。  

 先ほど過当競争が起こったという議論がありましたが、過当競争の結果、物の



値段が非常に安くなって、しかも品質が下がらないのであれば、消費者の利益は

拡大するわけですから、その結果、一部の小売業や卸売業が経営破綻してもやむ

を得ない。それはコストを負担できない経営をしているわけですから、やむを得

ないのではないか。しかし、その結果、合理的な構造にとっていけば、先ほど上

原先生がおっしゃったようにマーケティング競争の方向に行くわけです。価格競

争の厳しさを考えたときに、いかに差別化していくかとか、生販一体の競争をい

かにとっていくかという方向になれば、途中で情報が切断するようなことが起こ

らなくなっていく方向に行くわけです。ただ、規制があるために切断されている

とすれば、その規制は緩和した方が、情報がより迅速・正確に伝わるわけですか

ら、そっちの方向が望ましい。つまり、規制は緩和する方向に持っていって、最

終的に消費者利益にとって決定的な問題が起こるようであれば、そこで規制をか

けるという方向の議論にした方が生産的ではないかと思います。  

○高橋座長 田中委員。  

○田中委員 市場の活性化は、そこに仕入れに来る小売店の活性化がなければか

なわないことだろうと思うのです。どうしても量販店のことがテーマになりがち

ですけれども、地域商業という立場から見ますと、個々のいわゆる買い出し行為

が、売上に対してコストが見合わない。そういう状況が背景としてあります。で

すから、集中購買をしていく、あるいは全温度帯を背景にした物流をしっかりと

ネットワークでしていく、あるいは販売指導をしっかりやっていく、売り場づく

りをしていくといったことがワンシステム、ワンネットで行われれば末端の中小

の活性化は図られるわけです。ですから、中小と言われている人たち、専業店も

含めて市場を利用している人たちの売り場の活性化をどう図っていくか、そのこ

とが根本にありませんと、市場そのものも活性化していかないのではないか。市

場が活性化しなければ必然的に市場外流通というものが出てくるわけです。  

 我々も半分ぐらい市場外流通でやっていますけれども、実際には何百点という

ものを一気に集荷して、分荷をして物流にかけるわけです。売り場から打ち出さ

れるＰＯＳデータは、市場外流通のものは産地と直結していますから、市場で情

報が遮断されることはありません。出荷する方々は、どこで、どういうお店が幾

らぐらいで売っているかということは状況として完全に把握できる。ただ、市場

は多少違いますので、確かに遮断と言えば遮断ですけれども、根本は小売りが活

性化されていなければ物が動かないという圧倒的な背景があるわけです。ですか

ら、そこにぜひ視点を入れていただきたいと思います。  

 例えば、盛岡の中央卸売市場の中に付加価値棟があります。そこでの集荷・分

荷・物流、あるいは販売体制ということの中に、従来中小という感覚ではない、

その地域では一番店意識のある方々が参加するようになってきました。ですか

ら、それぞれが個々に市場へ仕入れに行くのではなく、市場を起点にした集中仕

入れです。それはもちろん市場の中にありましても市場からの集荷もあります

し、市場外からの集荷もあるわけですけれども、市場機能がそうやって柔軟な対

応をして今動いているわけです。そういう事例をもとにすれば、市場の役割分担

あるいは機能はまだまだ随分広がっていくはずだと思います。それが盛岡という

一定のところでしか機能していないところに問題があるわけでして、末端の小売

をどう活性化していくかという中で市場の機能を変えていく、このことが非常に

大きな背景をつくっているという事例を御報告したいと思います。私どもは今そ



れをやっております。これは現実の問題ですので、末端が活性化しなければ絶対

にだめだと思っております。  

○高橋座長 下山委員。  

○下山委員 仲卸の問題ですが、仲卸で一番大きな売上のところは400億円を超え

るわけです。小さい仲卸さんと日本で一番ビッグのところを見ると、ものすごい

売上額の差ですけれども、大きな仲卸さんがやっていること、あるいは今後やろ

うとしていることは、市場の外に自分のセンターをつくって、そこにパッケージ

とか、カット工場とか、外食向けとか、生協向けとか、さまざま展開しているわ

けであって、既存の考え方とは違うわけです。  

 だから、そういう一番大きな仲卸さんが今後どういう考えで事業展開をしよう

としているのかを聞いた方が参考になるのではないか。既存の卸売市場に入って

いる仲卸さんという範疇にはないわけです。明確にビジネスとして、青果物流通

の中でどういうビジネスチャンスがあって、どこに打って出るかという戦略を立

ててやっている。それは一つの事業化ですけれども、今までの狭い意味での仲卸

さんの概念、それは超えているわけです。  

 以上です。  

○高橋座長 次回、どなたになるかはわかりませんが、意見を聞くことになろう

と思います。  

 仲卸ということで、持丸さん。  

○持丸委員 仲卸で今の400億というのは私の記憶にはないのですが、それは下山

さんが見つけていただけるのではないかと思います。  

 先ほどのことと、資料４－１、「卸売市場流通の現状と課題」の９ページ、一

番下の⑤で、「相対取引の場合の仲卸業者から卸売業者への発注は、取引の前日

になされている場合が７割となっており、特に、青果物では、前日発注の割合が

85％程度となっている」と書かれていますね。これは間違っていないんです。

85％は間違っていない。ただ、ここでつけ加えたいことは、これは前日予約です

から、取引が成立していないんです。だから、果たして85％が手に入るかどうか

もわからない。その辺が問題なんです。  

 そこで、先ほどの川田さんの10％というお話は、私なりに注釈をつけますと、

確かに週末は２倍から２倍半あります。しかし、それは通常の天候のときに出て

くる数字です。量販店さんの方は小売さんの売りの方から出てきますけれども、

生産の方でそれができているんですかねということになると、できていないとき

があるんです。ここが問題なんです。ここを皆さんは議論されていないんです。

両方が10と10なら、こういう話は2.5で済んでしまうんです。ところが、我々は毎

日やっていますから、それをどうやってアジャストするかで苦労しているわけで

すよ。  

 そうしますと、極端な例、これは川田さんのところのお庭であった例ですけれ

ども、台風でレタスが全く減ってしまった。八百屋さんは400人から来ているわけ

です。すると、仮に1,000ケース入って、八百屋さん１軒に一つずつ配給した。あ

との600は、2,000も売っている仲卸も500売っている仲卸も10売っている仲卸も、

その割合で全部減らされてしまうわけです。そうすると、需要があるから注文を

出しているのだけれども、結局は何もなくて、「済みません」と謝るわけです。

八百屋さんだって１ケースもらったってしようがないですね。その辺のところが



青果物流通の市場のゆえんであるということは御理解願いたいんです。  

 そういうことについてはまだいろいろあるんですが、昔は価格でお客さんに納

得していただいたのが、今は価格で納得していただけないわけです。ないものは

しようがないだろう、値段が決まっているのだからと。昔の市場は、ないものは

高いんです。その乱高下が悪いということで、こういうふうにだんだんなってき

ているし、今の社会にあわせたような形になっているんですけれども、まさにそ

このところが中央市場の問題で、外でやられる方はそんなことは関係ありません

から、契約を結んだのだから契約違反でペナルティを取るよと、それでおしまい

です。では、市場でペナルティを取れるんですか。その辺の問題が出てくるんで

す。  

 ですから、卸売市場の制度を言う場合には、皆さんがおっしゃっているように

確かに時代が変わりましたから、変えなければいかんと思います。どう変えるか

ということが我々業者としても大変な問題だろうと思っていますから、そういう

意味では、細かいところも含めて次回にでもお話ししたいと思います。  

 以上です。  

○高橋座長 ありがとうございました。  

 横川委員。  

○横川委員 最近の市場機能で私が非常に気になるのは、価格コントロールして

いるんですね。そう言ってはいけないですか。  

 多いと、せりをやめて冷蔵庫へ入れてしまうんです。これは実態として私も見

ています。もう一つは、価格コントロールというのは、実は私どもが1,000ケース

欲しいと言い、向こうが今日は1,800円で欲しいと言うと、いや1,800円では出さ

ないよ、1,900円なら出すというふうに、実は産地から値決めをしてきている。価

格は値決めで来て、最後の調整をどうするかということになっている。そうする

と、市場は自由化調整機能を持っていないんです。市場を最初につくったときの

目的と今日の役割が完全に違っていることをどうするかということだと思いま

す。  

 魚についても同じことが言えまして、価格にあわせて出荷コントロールするん

です。ですから、相場が上がると出てきますけれども、下がると出てこないんで

す。これは野菜も魚も現実としてある。では、どうするのかというあたりになる

と、安定価格で調達するためには市場を通さないで買おうじゃないかと、こうい

うふうになってくるわけです。この辺のところも含めて、本当に市場を育ててい

くのなら、市場というものがどうあると市場が育っていくのかという議論をして

いただかないと、築地が豊洲へ移っても、本当に規模を拡大して出すんですか

と。縮小して出さないんですかと。僕からすれば、縮小して出さないと、お荷物

になる可能性があるんです。九百数十の仲買さんが移動して本当に商売になりま

すかと。  

 具体的に言いますと、築地の権利は一時２億円まで行きました。今は1,000万円

でも買い手がいないんです。ということは、20分の１の価値しか、築地の卸市場

の価値はなくなっているのに、そこを本当に皆さんが御存じの上で商売をやられ

ているのかどうかです。この辺も含めて、本当に市場というものをやっていくの

か、やっていかないのか、その辺はきちんとした先行きの見通しですね。  

 私、海外の問題もありますと言いました。それから、原料で売れる時代から加



工品で売れる時代になって、製品でないと売れない時代になってきている。加工

品度の高度化ということに対して国や産地や企業がどうしていくかということも

実は議論になるはずなんですが、そういうことは抜きに、今までがだめだったか

ら、これはどうするんだというふうに、過去を認めた上で今後どうするかという

議論ではなくて、10年先どうなるからこうしたいという議論もどこかでやってい

ただく必要があるのではないかということで、一言申し上げました。  

○高橋座長 神田委員。  

○神田委員 価格のことですけれども、関根さんのお話の中でもメリットのとこ

ろで価格形成機能がある、価格を調整していく機能があるのではないかというお

話がありましたけれども、ちょっと理解しにくいんです。全国で価格が画一化さ

れていくような感じがいたしまして、これはちょっと違うのではないかなと思い

ながら聞いておりましたけれども、現状がそうなのかどうかということがありま

す。それから、市場外流通にも卸売市場の価格が目安になるということである

と、大分違うのではないか。価格というものはもっと自由なものではないかと思

いながら聞いておりました。  

 それから、私はマーケティングということはよくわからないのですけれども、

消費者ニーズをどう受けとめるかということとの関係では、卸売市場のところで

は途中で途切れてしまうという話がありました。私も生産と消費のところで非常

に距離があるなということを日常的に感じているものですから、私たちのニーズ

をどうとらえてくれるのか。とらえていないのではないか。小売りをされるとこ

ろの状況をもってして消費者のニーズととらえているのではないかという思いを

いつもしておりまして、今の消費者のニーズをどうとらえるのかなと。そこのシ

ステムをつくっていければいいのではないかということが一つ。  

 そして、マーケティングの中で本当に消費者のニーズが受けとめられていくの

であればいいんですけれども、もう一方で少数者のニーズをどう保障してくれる

のか。マーケティングのところが発展していくと、売れるものを扱うという方向

ばかり行ってしまったときに、少数の人の立場がなくなっていくのかなというこ

とと、食料の安定的な確保という視点からどうなっていくのか。そういう意味で

は、卸売市場の果たす役割を整理していく必要があるのかなという思いで聞いて

おりました。  

 それから、安全性の問題で、残留農薬の問題とか、今問題になっております無

認可農薬とか、そういったものについてはもちろん法的な措置等でやることが基

本だと思っているのですけれども、そういうことは二重にも三重にもやっていく

べきだと思っておりますので、流通の段階でのチェック機能といいますか、安全

でないものが入り込まないような手だてが何らかの形でできないのだろうか。や

っていらっしゃるとは思うのですが、二重三重になるとありがたいなという思い

があります。  

○高橋座長 座長からもう少し説明していただきたいのは、前半に言われた消費

者の本来のニーズと世情言われているニーズとは違うのだと。世情言われている

のは小売段階でのニーズではないかと。そのギャップは具体的には例えばどうい

う面でありましょうか。  

○神田委員 例えば季節感を大事にするとかですね。古いようですが、結構そう

いうニーズがあるだろうと思います。例えば、前にも言ったかもしれませんが、



果物のリンゴ一つをとっても、だんだん大きい方向に行く。でも、もしかした

ら、小さくて皮ごと食べられるものが欲しいといったニーズがあるはずなんで

す。そういったものが切り捨てられてきている。生産者の方にしますと、「そん

なものをつくっても買ってくれないでしょう」とよく言われるんです。ですか

ら、そういったきめ細かなニーズをキャッチするようなシステムになっていない

のではないかということです。たくさん売れるものが消費者のニーズというふう

に言われますし、それは全面否定ではないんですけれども、用意されるものを買

うしかないという消費者の立場がありますので、そこにギャップがあるのではな

いか。うまく説明できませんが。  

○高橋座長 前回議論しました市場外流通の場合には、そういったニッチ市場に

対して積極的に対応しようとしているわけですね。ただ、大量生産・大量流通の

卸売市場の場合には、おうおうにしてそれが対象にならんという問題もあろうか

と思います。  

○横川委員 おっしゃることは、よくわかって、理解もするんです。  

 実はレストランでいいますと、安くすると売れるんです。安くて、どこまで安

全かということが議論になる。本当にいいものをやりますと、仕入れが２割から

３割高くなります。３割高くして値段づけすると、大体５対１しか売れないで

す。５対１になりますと在庫コントロールができなくて、ロスが出てくると結局

売れなくなってしまう。そういう売り側の論理はあります。ただ、本当にこうい

うものなら買いますよということと本当に売れているものは実は違っている。ス

ーパーさんも異論はあると思いますけれども、私はそういうことを実感として感

じています。  

 したがって、そういうものを売る会社とそうでない会社－アメリカでは子供靴

専門、それから男子用、婦人用、あるいは小学生の男用・女用というふうに業態

別に特別な商品で売っていくという仕組みができている。日本はそういうことが

ありませんし、これから競争が激しくなっていくと、有機だけでつくった料理

と、それから準有機という言葉を使ってはいけないかもしれませんが、私どもは

フードサービス協会認定の安全野菜と言っているんですが、それでつくった料

理、それと市場の野菜という３ランクがあって、市場は３番目になっているんで

すよ。本当にこれでいいのかという議論もあるんです。市場の中にはすごくいい

ものもありますし、悪いものもあるんです。それを一緒にして、何となく有機が

よくて準有機がその次で市場がその次でと、そんなランクができてきていること

も大問題なんです。したがって、消費者の方が欲しいと言っていることと売れる

かということは全然違うということも頭に入れておかなければいけないというこ

とだけ、一言つけ加えさせていただきます。  

○高橋座長 何か反論はございますか。  

○下山委員 今の横川さんの意見ですが、市場流通に出す野菜は慣行と言うんで

す。今の有機農業というのは、ＪＡＳ法で決まった農薬と化学肥料の法律的な規

制があるわけです。その次が特別栽培で、これはガイドラインがある。そうする

と、有機があって、特別栽培があって、慣行があって、慣行が一番ランクが低い

と。農協では全体的にまだそういうことの反応は鈍いですけれども、そういう評

価ですね。慣行というのは化学肥料と農薬を今までどおり多用してつくっている

という生産方法です。そうすると、消費者の全体的なこれからの理解の中で、そ



れが環境に対してどういう負荷を与えるか。例えば農薬を使った場合に水系の生

物にどういう影響があるか、地上生物にどういう影響があるか、あるいは米であ

ればヘリコプターで空中散布をするのが許される時代かどうかという議論まで含

めてあるということです。  

 あるいは、先ほど神田さんからありましたけれども、うちの農協で去年から直

売所を開設しましたが、はっきり言って、地場の消費がこんなにあるのかなとい

うのが実感です。今までは東京の卸売市場に向けて東京に出すということでやっ

てきましたけれども、地場がこれだけ売れるのかなというのが実感です。今、農

協等も含めて全国的に直売所がものすごい数になっていますから、この次の委員

会ではぜひその売上が平成13年度でどのぐらいあるのか。国土交通省の事業で

「道の駅」がありまして、今は全国的な展開になっていますし、それも相当な売

上になっているはずですから、地場消費が統計的にどのぐらいあるのかというこ

とをぜひ出していただきたい。  

 以上です。  

○高橋座長 斎藤委員。  

○斎藤委員 私はさっき上原さんが提起されたことから議論が進むと思っていた

んですが、話が集中しそうで拡散するのを繰り返しているわけでございますね。

私は座長ではないので、こんなことを言うと怒られてしまいますけれども、確か

にいろいろな議論をしなければいけない。消費者ニーズとの関係、あるいは環

境、トレーサビリティまで含めて、議論としてはいいんですけれども、先ほど物

流とか商流を取りまとめる項目としてはまだ早過ぎるという議論がございました

が、今日は卸売市場の規制緩和問題から話が来ているわけですね。それでこの程

度の議論しかできないというのは大変情けない感じがするのです。最初に提起さ

れた問題に対して、もっとシビアな議論があってしかるべきではなかったかと思

います。残り時間が30分だから特に申し上げたいわけでございます。  

 一つは、先ほど上原さんが提起された問題、これは非常に重要な問題だと思い

ます。制度と実際との乖離を埋めなければいけない。特に、少なくともこれまで

制度的な検討がされなかった領域があるわけでございます。私から見れば、平成

11年度の規制緩和が生ぬるかったのか、実態にそぐわなくなってきたという認識

から言えば、幾つかの項目、例えば市場サイドのビジネスということから言えば

商物分離を認めるべきだと思うのです。さらに需給調整。需給調整を思い切った

ことをする。さっきのように価格がコントロールされているとか何とかではなく

て、価格はコントロールしても構わないと思います。  

 それと、先ほど仲卸の議論がございました。ベジテックの話だと思いますが、

ベジテックは独自の市場外流通はわずか15％しかございません。基本的には市場

流通です。それはどうでもいいのでございますが、規制を緩和するメリットを含

めて、規制すべきところの議論をもうちょっと……。  

 それから、マーケティング競争の話ですけれども、上原先生が御指摘になった

のは提携条件だと思います。提携条件がどういう条件でできているのか、それが

継続取引にどう結びつくのかということです。  

 先ほど言い忘れたんですが、このまま行きますと、多分地方自治体が音をあげ

ると思います。場合によったら、地方卸売市場の場合は返上したいと。中央卸売

市場になるかもしらん。第三セクター論で行くのか、わかりませんけれども、こ



の運営主体についても非常にシビアな問題を抱えているわけですが、これについ

てはほとんど説明がありません。  

 したがって、取りまとめは座長がされるので私がどうのこうの言うことはござ

いませんけれども、ある程度の伏線といいますか、ある項目をめぐって、これに

ついては10分間やりましょう、これについては20分やりましょうということでや

らないと、ぎりぎりになってドタバタ騒ぎになるのではないかと心配しておりま

す。私の勝手な理解でございますので、あとは座長さんにお任せですが。  

○高橋座長 いろいろ御心配いただいて、ありがとうございます。 今の議論がま

さに私のイメージからして前へ進んでいると思います。  

 そこで、先ほどの横川委員と下山委員の発言、要するに市場では三流品しか扱

えないという話ですね。これはなぜですか。いろいろ制度を変えれば、市場でで

きるようにならないですか。要するに、慣行栽培しか対象にならないのですか。  

○川田委員 そこは私は意味がよくわからないんですけれども、出荷者というこ

とで大手を挙げてみろという場合、1,000以上の出荷者がおられます。もちろん関

根さんのところのような大手もあるし、あるいはもちろん農事法人からいただい

て、極端な場合は２人で出荷されている方もおられる。そういった方の分は、関

根さんのように1,000ケース来るところと10ケース来るところを同じでは売れない

ので、場所を変えて売っているわけです。そういう場所には当然お客さんもつい

ておられて、完全無農薬という方もおられる。ですから、市場では今までどおり

のものしか売っていないというのは、ちょっと誤解があると思います。  

 ですから、先ほどのこだわり品が買えないじゃないかという話も我々は理解に

苦しんでいます。もちろん田中さんのところの全日食さんもうちに見えているけ

れども、特殊な店のために10ケースだけ買われるケースもあるんです。どこそこ

の誰々さんが無農薬でつくったものとか、特殊な水を使われたり、そういった商

品はたくさんあって、それについても流通はしています。ただ、言われているよ

うに、そういった方々は組織されていないところが多いんです。ですから、スー

パーさんとしては、そこの場所を埋めるために、毎日10ケースくれという話をさ

れても、それは対応できない。これは市場外流通と一緒だと思います。そういっ

たものはあるけれども、全く置いていないかというと、そうではない。ただ、大

手量販店に対応できるような特殊栽培のものは少ない。それは間違いない。です

から、その点については市場外流通の方が進んでいるというのは、そういう事例

も聞きますけれども、我々のところにも随分来ていただいて、それについては対

応していますので、市場外流通だけがこだわり品をやって、市場流通に来るとす

べて既製品かというと、そうではない現実がかなりあると思います。  

○高橋座長 おたくの場合はそうかもしれないのですが、一般的にそうでないと

すれば、おたくの会社のようなビジネスが他の入荷会社で展開できない理由は何

かありましょうか。  

○川田委員 一番大きいのはコストがかかることです。  

 もちろん小ロットの入荷は非常にコストがかかりますし、500ケース単位で売る

場合と１ケース単位で売る場合では、同じ１人の人がかかわらなくてはいけな

い。値段の交渉も大変厳しい。かつ、売れ残るケースが多いです。継続的に買っ

ていただくためには、１～２日途切れると、店に穴があいてしまっては困るとい

うのが、量販店さんも小売の方もある。Ａさんの店で毎日売っているはずのもの



が、１日途切れると、お客さんはもう買いに来てくれない。  

○高橋座長 集荷力の問題ですね。  

○川田委員 そうです。その問題はある。  

 ですから、すべての規模の市場でそれができるかというと、一品二品であれば

できるけれども、ラインで売ることは非常に厳しいだろうと思います。ですか

ら、地場の市場にないということはあるかもしれませんが、すべての市場でそれ

がないかというと、そうではないと思います。  

○高橋座長 関連して、いかがですか。  

○川野委員 大手量販店というと商売が画一的に思われがちなものですからね。  

 今まで大型店舗法等の規制がございまして、先ほど斎藤先生が競争が激しいと

おっしゃいましたけれども、私は小売業の中における競争はまだ激しくない、本

格的な競争はこれから始まると思うんです。そして、申すまでもなく、お客様か

ら選ばれないと、それぞれの企業やお店は成り立たないわけです。そういう意味

では、量販店一つをとってみても、行政で言う中央集権的な商売と地方分権的な

商売があって、そして私どもは古典経営という言い方をしておりますけれども、

各店に自分たちのお店の品揃えをする権限を与えて、例えば有機のこんなものを

売りたいのだと。それを見つけてくるのは商品部の仕事であったりするわけです

ね。  

 そうしますと、先ほどの神田さんのお話ではないけれども、画一的に同じもの

が売られて、お客様方の小さな声が取り上げられないと。そういう部分は今まで

あったかと思うのですけれども、だんだんそういう部分が改善されていく。そし

て個体ごとの取引になっていく。それをしないと小売業としては成り立たない時

代になってくると思います。量販店というと画一的なイメージとして来るので、

その辺はこれから相当違ってくるのではないかと思います。  

○上原座長代理 消費者と売り手との関係についての話が出てきましたが、現在

では、例えば私の住んでいるところは店舗の数が限られていて、その店舗から他

の店舗に向けて買い回るのは決行労力が必要です。つまり、情報が物理的な店舗

に制約されている。ところが、インターネットの世界になると、世界中のサービ

スや商品を知ることができます。医療サービスで例をあげますと、アメリカで

は、消費者がインターネットでかなりの情報を得て、へらへらした親切なお医者

さんではなくて、厳しくて、よいお医者さんを選ぶ、そういう方向になってい

る。もう一つは、うちの学生がキャビアをインターネットで買いますと、店で買

うよりもはるかにいいキャビアを買います。  

 ですから、物理的限界を越えた情報システムがどんどん拡大していきますと、

売り手にとっても、健康によいといっても消費者が買わないと状況は少なくなる

はずです。なぜかといいますと、一部の地域で３人しか賢い消費者がいなくて

も、日本全国集めれば3,000人になるかもわからない。そういう時代が来ていると

いうことですので、神田先生はあまり御心配なく、これからはマーケティングが

ちゃんとやります、ということです。  

○高橋座長 先ほどのこだわり商品については、卸売会社でビジネスがもっと自

由にできれば、今の市場外取引でやっているようなものを自分の中に組み込んで

いけば、もっと多様な展開が出てくるし、消費者ニーズにもっと合った対応が出

てくるのではないか。それが出来ないのは制度的な枠組み、あるいは卸売企業の



体質が関連しているとすれば、そこは若干手直しすることができないかなという

ことが一つの論点ではないかと思っております。  

 さて、大分時間がたちました。御発言いただいていない何人かの委員に一言い

ただければと思いますが、まず坂本委員。  

○坂本委員 基本的には、先般の研究会で申し上げましたように、また上原座長

代理がおっしゃったように、私ども農業者から見ますと、今の市場制度は、戦後

の食料増産、国民にいかに食料をたくさん届けるかという、その時代の一つの制

度として生じている。したがって、先ほどから御意見があるように、制度と実態

が合わなくなっているということは私も賛成であります。これをどうするかとい

うことですから、市場流通だけではなく、流通の多様化という中では、国民も行

政も我々も、市場ですべての生鮮食品を届けるということではなく、いろいろな

届け方の中で市場も大きな役割を果たすであろうという視点で制度をつくってい

かないと、神田先生のような鬱憤は晴れていかないだろう。  

 先ほど井本さんもおっしゃいましたけれども、今までの市場がすべて生産者に

向いていたとすれば、これほど落ち込まない。むしろ消費者のために市場は動い

てきたんですよ。それを量販店さんが支えてきた。したがって、横川さんがおっ

しゃったように、遠からず外国の市場というふうになりはしないのということは

我々生産者も感じますよ。それで国民がいいのなら、我々プロの農業者は、いい

です、どうぞ外国のものに期待してください。そのかわり、円が上がって食料を

非常に高い値段で買わなければいけなくなったときに我々を追及なさらないよう

に、ぜひお願いしたい。そのときに消費者がばっくり金を出してくれるのなら。

それを井本さんがおっしゃっているのならいいですが、そのときはまた規制をか

けろ、それは多数決だよ、国民が多いのだから、おまえらが泣け、これでは生か

さず殺さずの農業になってしまう。我々もそう思っているのです。  

 決して我々の方に向いた市場ではなかったと思っていますので、基本的には自

由化です。そして受託拒否の禁止規則、これもおかしいと思います。荷受けを拒

否して、いいと思いますよ。そうでないから市場取引が一番悪い商品だと言われ

ているわけですから。我々法人の仲間はそう言っています。関根さんが法人の連

中は大した量ではないとおっしゃいましたが、そのとおりです。大して影響はし

ていませんが、我々はそれを受けとめながら、その役割を果たしていくというこ

とであります。  

○高橋座長 それでは、宮下専門委員。  

○宮下専門委員 いろいろ聞いていますと、市場も我々生産者側も、ややもする

と先生がおっしゃったように少し保護に甘えているのではないか。坂本さんなり

前回意見陳述された長野県のように、力のあるところは、今の制度にかかわら

ず、かなり自由に動いていると思います。それ以外のところは、すべてが新しい

わけではありませんから、私たちも規制あるいは今の制度の中にやや甘んじてい

る部分もある。私は、坂本さんがおっしゃったように、基本的には自由化だと思

います。  

 ただ、そうはいっても、まだまだ力のないところがたくさんありますので、そ

こをどうやってソフトランディングをさせていくか。我々は全農が全部集めて全

部を支配しようなんて全然思っていません。もちろん生産者の方が出してもいい

し、農協に力があればそれをやればいいし、県に力があればその機能を果たせば



いいわけです。全農としては、直販センターを持って市場外流通の部分も担って

いるわけですから、やれるところがそれぞれの段階でやっていく。決して網をか

けるつもりは毛頭ございません。  

○高橋座長 重要な発言がございました。ソフトランディングという言葉でござ

いますが、そろそろ段階的にどういう手を打っていくのかということを考えなけ

ればいけない時期も来るだろうと思っております。最終的な形はこういうことな

んですが、それに至るプロセスはどうであるかということも、ここで大いに議論

しなければいけないと思います。  

 では、藤原委員。  

○藤原委員 市場の活性化は川下の活性化なくしてはできないものだと思いま

す。ただ、市場流通の中で、市場法を改正いたしまして、せり行為が買参者、い

わゆる小売業界に非常に厳しくなってきているんですけれども、量販店が特売の

ときに、例えば市場に入荷したものでも仲卸さんに対してある程度の先取りとい

いますか、相対で持っていって、中で残ったものをせる。また、仲卸さん、卸さ

んでもそうですけれども、そういう特注の場合、値段も全然違います。例えば、

小売屋さんが持っていく。仲卸さんが残ったものを小売屋さんに売る。口銭でも

既に段階が違ってしまう。そういうことで小売屋さんとしては非常に厳しくなっ

てきています。  

 そういう面からいくと、決して保護は受けておりませんけれども、そういう制

度が確立することによって、ますます小売屋さんがいなくなってくる。そうなる

と仲卸さんはお客さんがいなくなるわけですから、経営は相当厳しくなります。

消費者の利益も大事ですけれども、商品が安ければいいというわけではないと思

います。よいものはよいものとして、きちんとした目で買っていただくようなこ

とになると思いますけれども、今は流通コストが……。北海道から東京まで来る

と空箱でも１箱500円かかります。そういう流通コストの面。市場におりた作業の

段階から、流通コストから、すべて経費がかかってくる。そういう面からいきま

すと、どこで、どういう流れで、経費を安くした中で販売するかということも、

これからの大きな課題だと思います。  

 そういう面で、私ども小売業界としては非常に厳しい環境に立たされておりま

すが、この研究会ですべて見直していただいた中で今後の道を考えていきたいと

思っています。そういうことでひとつよろしくお願いします。  

○高橋座長 清水委員、何か御発言ございますか。  

○清水委員 あくまでも私は市場主義者です。ただ、業界を預かっている以上、

そういう意味からすると、確かに言いたいことはあるのですけれども、今のとこ

ろ、ちょっと様子見の状態でございます。言わなければいかんときには、私は敢

然として申し上げようと、そう思っております。  

○高橋座長 次回は、卸売市場の内部問題も含めた議論になりますので、ぜ

ひ……。  

 それでは、井本委員、最後にどうぞ。  

○井本委員 坂本さんが輸入品が途絶えたときにはとおっしゃいましたけれど

も、私、この会合の最初に食料安全保障上の問題も考慮しておかなければいけな

いということを申し上げたと思います。そのことを踏まえて、しかし国内におい

ては保護が行き過ぎた。その結果、食料の自給率がどんどん落ちてしまったわけ



でしょう。むしろ規制緩和してやった方が自給率は上がるのではないかという印

象を持っているわけです。  

○坂本委員 ですから、自由化と言っているわけですよ。  

○井本委員 文句を言わないでくださいよ。  

○坂本委員 文句を言っているわけではない。  

○井本委員 それで、昨日たまたまユニクロが農産物に参入して、上原さんがお

っしゃったように、まさにネットで販売するようになりましたね。あれは末端は

農家なんです。農家とユニクロが結んで商売をするようになった。もちろんまだ

非常に小さいビジネスですけれども、ネットでありクラブという形のビジネスが

可能性としてあるということが、活性化するという意味では非常に大きなことで

はないかと思うので、むしろ農家とそういうところが結んでいただきたいと思い

ます。  

○坂本委員 一言だけ申し上げます。協会の責任者として来ていますので、誤解

があってはいけませんから。私たちは市場が要らないとか、そんなことは全然言

っていない。多様化すべきだし、それは皆さんがお求めですということ、我々は

それを体験しているわけです。したがって、市場が正義で、直売する者は悪とい

う雰囲気はなくしましょうよということを同じ仲間に言っているし、消費者も欠

品をスーパーへ行って文句を言うようでは虚偽表示はなくなりません。当然のこ

となんです。だから、その辺は国民も農業というものをしっかり勉強してもらっ

て、消費者も人のせいにせずに……。ここは大事なことなんです。勉強をしてほ

しい。後で怒られるかもしれませんが。  

 だから、私はお米で表現しますけれども、日本の米は高いと言われて、もう自

給率は上がらないと言っているわけです。だから、日本の米もあっていい。そし

て地域の米として契約もあっていいじゃないか。私の米として直売もあってもい

いじゃないか。そういう流通制度をここで市場も含めてつくってほしいというの

が気持ちです。  

○高橋座長 ほぼ時間が参りましたが、意見陳述していただいた方も含めて、最

後にどうしてもという御発言はございましょうか。  

○川田委員 ちょっと質問です。先ほどのソフトランディングということは非常

に大事なことだと思っております。前に上原先生がおっしゃった可逆性といいま

すか、一回オーバーシュートしてしまうと、生産地に非常に大きなダメージを与

えて、自給率も下がってしまうという危惧はかなりあると思います。  

 そこで、先ほどいただいた資料で、青果の卸売業者の収益が営業利益3.5％と出

ておりますが、我々の協会の数字では昨年は0.13ぐらいです。平成12年も0.2のは

ずでして、数字からすると10倍以上の差がありますので、ちょっと御確認いただ

きたい。  

 何が言いたいかといいますと、今は我々も仲卸も非常に薄利で動いております

ので、急激な構造変化、あるいはルールの変化がありますと、ほとんどすべての

企業が赤字、あるいはもっと厳しい状況、債務超過から倒産に追い込まれてしま

う状況にありますので、どうしたら市場が生きたまま変革できるか。我々の業界

からすると、今は瀕死の重傷という意識を持っておりますので、倒れた上にのし

かかられたら、ほとんど死んでしまうという意識を持っております。  

○高橋座長 それでは、よろしゅうございますか。  



 農業経済の大先生である東畑精一先生は、農業の改革は時計が動いたまま修理

することだと。卸売市場を一たん白紙にして再出発というわけにはいきませんの

で、動いた時計を動いたまま直すということを考えていかなければいけないとい

うことも含めて、次回また御意見をいただければと思います。  

 本日はこれにて会議を終了したいと思います。  

   

その他  

   

○高橋座長 次回の日程等について、事務局からお願いします。  

○平尾流通課長 次回につきましては、前回の委員会で各委員からスケジュール

をちょうだいして調整いたしましたところ、11月５日（火曜日）でございます。

午後２時から５時までの３時間で予定をさせていただいております。また、その

次の第７回は、先日私ども事務局から各委員にスケジュールを調整させていただ

いておりますが、先ほど座長からお話がありましたように、11月の下旬あたりを

目途に最終調整させていただきたいと思います。来週には最終調整の上で御連絡

を申し上げますので、ひとつよろしくお願いします。恐縮でございます。  

○高橋座長 どうもありがとうございました。  

 御説明いただいた方、ありがとうございました。  

 これにて閉会といたします。  

   

閉会  

   

   

   


